
－ 25 －

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
　
四
十
七
号
　
二
〇
二
三
年
三
月
発
行

は
じ
め
に

　

朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
近
代

後
期
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
思
想
家
で
あ
り
、

そ
の
思
想
体
系
や
思
想
的
影
響
を
探
求
し
た
研
究
は
、
大
陸
中
国
・
台

湾
・
日
本
・
欧
米
を
通
じ
て
厖
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
朱

熹
は
、
士
大
夫
の
十
全
な
在
り
方
と
し
て
、
当
然
な
が
ら
官
僚
で
も
あ

っ
て
、
紹
興
一
八
年
（
一
一
四
八
）
に
科
挙
に
及
第
し
て
以
来
（
後
述

す
る
よ
う
に
、
朱
熹
の
場
合
、
科
挙
及
第
だ
け
で
は
官
職
に
就
け
な
か

っ
た
が
）、
死
去
す
る
前
年
の
慶
元
五
年
（
一
一
九
九
）
ま
で
半
世
紀
に

亙
っ
て
官
僚
社
会
に
身
を
置
い
て
い
た
。
衣き
ぬ
が
わ川

強
氏
は
、
こ
う
し
た
官

僚
と
し
て
の
朱
熹
の
側
面
に
着
目
し
て
、
そ
の
事
迹
を
辿
っ
た
論
考
や

著
書
を
公
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
、
同
時
代
の
思
想
家
の
葉し
よ
う
せ
き適・

陳
亮
・
陸
九

淵
・
呂
祖
謙
ら
と
同
様
に
、
今
日
的
な
意
味
で
の
思
想
家
で
あ
っ
た
だ

け
で
な
く
、
士
大
夫
の
当
然
の
在
り
方
と
し
て
、
為
政
者
の
側
面
を
有

し
て
い
た
訳
で
あ
り
、
そ
の
両
面
を
切
り
離
し
て
捉
え
る
の
は
当
時
の

実
像
と
は
径
庭
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
両
者
を
結
び
つ
け
て
、
朱

熹
の
思
想
の
中
核
を
為
す
「
格
物
」
説
を
実
践
に
移
し
た
姿
を
探
求
し

た
も
の
と
し
て
、
友
枝
龍
太
郎
氏
の
著
作
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
具
体
的

に
社
倉
の
創
設
や
地
方
官
と
し
て
の
在
り
方
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
課

題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
友
枝
氏
は
、
朱
熹
の
実
践
の
姿
と
し

て
、
小
論
が
対
象
と
す
る
、
地
方
官
と
し
て
教
化
を
目
的
と
し
て
、
管

下
の
民
衆
に
布
告
し
た
「
諭
俗
文
」
も
取
り
上
げ
て
い
る
（
氏
自
身
は

「
諭
俗
」
で
は
な
く
、「
勧
諭
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
）。
ま
た
、
木
村
英

（
1
）

（
2
）

論
　
説朱

熹
の
「
諭
俗
文
」

小　

林　

義　

廣
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一
氏
は
、
朱
熹
の
社
会
理
念
像
あ
る
い
は
規
範
像
（
氏
は
、
ド
イ
ツ
語

の
「
ジ
ッ
テ
〔Sitte

〕」）
と
表
現
）
を
、
彼
が
実
際
の
社
会
に
如
何
に

浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
関
心
に
立
っ
て
、
そ
の
地
方
官
と

し
て
、
民
衆
の
勧
農
・
教
化
に
向
け
て
発
布
し
た
「
勧
農
文
」
や
「
諭

俗
文
」を
取
り
上
げ
て
い
る
。
更
に
、
清
水
盛
光
氏
や
高
橋
進
氏
は
、
郷

村
社
会
の
教
化
と
い
う
側
面
か
ら
、
朱
熹
だ
け
で
は
な
く
、
真
徳
秀
を

始
め
と
し
た
道
学
派
に
連
な
る
士
大
夫
の
実
践
を
系
統
的
に
捉
え
よ
う

と
し
た
研
究
を
公
刊
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
「
諭
俗
文
」
を

取
り
上
げ
た
論
著
は
、
私
が
以
前
に
「
諭
俗
文
」
を
扱
っ
た
文
章
で
も

指
摘
し
た
け
れ
ど
も
、「
諭
俗
文
」
を
国
家
に
よ
る
教
化
策
の
一
例
と

し
て
取
り
上
げ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、「
諭
俗
文
」
そ
れ
自
体
に
即
し
た
、

独
自
の
論
理
と
意
味
は
あ
ま
り
追
究
さ
れ
て
は
い
な
い
。
小
論
も
、
こ

う
し
た
問
題
意
識
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
諭
俗
文
」
は
、
そ
の
嚆
矢
と
目
さ
れ
る
北
宋
の
陳
襄

（
一
〇
一
七
～
一
〇
八
〇
）
の
「
勧
諭
文
」
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
作
成

者
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
道
学
派
に
近
か
っ
た
り
、
そ
の
系
統
に
連
な

る
士
大
夫
・
士
人
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、「
諭
俗
文
」
は
、
北
宋
中
期

以
降
、
南
宋
に
入
っ
て
盛
行
す
る
け
れ
ど
も
、
南
宋
時
期
の
「
諭
俗
文
」

に
は
、
黄
榦
や
真
徳
秀
ら
の
よ
う
に
、
道
学
派
の
人
士
が
多
く
関
わ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
呂
大
鈞
（
一
〇
三
一
～
一
〇
八
二
）
の

（
3
）（

4
）

（
5
）

「
呂
氏
郷
約
」
が
、
朱
熹
の
手
を
経
て
「
増
損
呂
氏
郷
約
」
と
な
っ
て
、

朱
子
学
の
官
学
化
に
伴
っ
て
有
名
に
な
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
陳
襄
の

「
勧
諭
文
」
も
朱
熹
の
推
奨
を
受
け
て
、「
諭
俗
文
」
の
範
型
と
し
て
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
論
に
お
い
て
、朱
熹
が
陳
襄
に

触
発
さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
が
自
身
の
「
諭
俗
文
」
を
何
故
に
作
成
し
た

か
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
朱
熹
が
後
世
に
対
す
る
「
諭
俗
文
」
の
伝
播

の
、
転
轍
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
着
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。

小
論
は
、
と
く
に
朱
熹
が
如
何
な
る
時
代
背
景
の
下
に
彼
の
「
諭
俗
文
」

を
作
成
し
た
か
に
重
点
を
置
い
た
考
察
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

一　

�

朱
熹
の
「
諭
俗
文
」
公
布�

―
南
康
軍
と
漳
州
の
知
事
時
代

　

朱
熹
は
、
紹
興
一
八
年
（
一
一
四
八
）
に
科
挙
に
及
第
し
た
け
れ
ど

も
、
成
績
は
第
五
甲
第
九
〇
人
（
全
体
の
席
次
で
は
、
合
格
者
三
三
〇

人
中
の
二
七
八
番
目
）
と
極
め
て
低
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
ま

ま
で
は
官
職
に
就
け
ず
、
官
僚
任
用
試
験
と
も
い
う
べ
き
銓
試
を
受
け

ね
ば
な
ら
ず
、
紹
興
二
一
年
（
一
一
五
一
）
の
銓
試
に
合
格
し
て
、
晴

れ
て
官
僚
任
用
資
格
を
獲
得
し
た
。
そ
の
後
、銓
試
合
格
年
か
ら
数
え
て

も
、
約
半
世
紀
に
亙
っ
て
官
僚
資
格
を
有
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
実
職

（
6
）

（
7
）
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に
就
い
た
の
は
、
中
央
・
地
方
を
合
算
し
て
も
九
年
間
ほ
ど
で
し
か
な

い
。
そ
れ
は
、
多
分
に
朱
熹
の
性
格
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、

楊
万
里
の
「
淳
熙
薦
士
録
」
か
ら
推
測
で
き
る
。「
淳
熙
薦
士
録
」
は
、

楊
万
里
が
淳
熙
一
二
年
（
一
一
八
五
）
に
、
丞
相
の
王
淮
の
求
め
に
応

じ
て
六
〇
名
の
人
士
を
推
薦
し
た
も
の
で
、
朱
熹
は
そ
の
筆
頭
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
楊
万
里
は
、
そ
の
推
薦
理
由
の
中
で
彼
の
学
才
を
認
め

る
一
方
で
、
狷
介
な
性
格
だ
か
ら
、
実
職
よ
り
も
儒
学
官
が
相
応
し
い

と
述
べ
て
い
る
。
朱
熹
は
、
い
か
に
も
、
学
者
先
生
に
あ
り
が
ち
の
、
プ

ラ
イ
ド
が
無
闇
に
高
く
、
理
屈
を
捏
ね
て
は
、
あ
ち
こ
ち
と
衝
突
し
た

と
、
少
な
く
と
も
第
三
者
の
目
に
映
っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
そ
の

た
め
も
あ
っ
て
か
、
折
角
、
紹
熙
五
年
（
一
一
九
四
）、
中
央
に
出
て
、

即
位
し
た
ば
か
り
の
寧
宗
の
侍
講
を
勤
め
る
と
い
う
栄
誉
を
与
え
ら
れ

な
が
ら
も
、
足
か
け
二
か
月
で
罷
免
さ
れ
て
中
央
を
去
っ
た
。
こ
う
し

て
、
朱
熹
は
、
官
僚
生
活
の
大
部
分
を
、
職
禄
だ
け
を
受
領
し
て
実
職

に
就
か
な
い
祠
禄
官
と
称
す
る
、
道
観
・
嶽
廟
な
ど
の
長
官
を
歴
任
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
長
い
祠
禄
官
の
期
間
、
朱
熹
は
主
に
福
建
省
北

部
の
建
寧
府
建
陽
県
に
腰
を
据
え
て
研
鑽
に
励
み
、
次
第
に
朱
子
学
の

体
系
を
打
ち
立
て
て
い
っ
た
。
住
ま
い
の
近
辺
に
は
、
商
業
出
版
で
有

名
な
麻
沙
鎮
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
自
分
の
研
究
成
果
を
出
版
と
い
う
形

で
広
く
世
に
問
う
都
合
の
良
い
場
所
で
あ
っ
た
。
祠
禄
官
生
活
が
、
朱

（
8
）

（
9
）

熹
の
学
問
の
樹
立
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、「
諭
俗
文
」
を
管
下
の
民
衆
に
向
け
て
公

布
し
た
、
南
康
軍
（
江
西
省
星
子
県
）
知
事
の
丸
二
年
と
漳
州
（
福
建

省
漳
州
市
）
知
事
の
一
年
は
、
紹
興
二
三
年
（
一
一
五
三
）
に
最
初
に

就
い
た
、
福
建
泉
州
同
安
県
の
主
簿
（
官
物
の
出
納
を
扱
う
）
の
四
年

三
か
月
、
更
に
は
提
挙
浙
東
路
茶
塩
公
事
の
九
か
月
、
潭
州
（
湖
南
省

長
沙
市
）
知
事
の
三
か
月
と
と
も
に
、
彼
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
地

方
実
務
の
経
験
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
淳
熙
八
年
一
二
月
か

ら
翌
年
八
月
ま
で
に
在
任
し
た
、
提
挙
浙
東
路
茶
塩
公
事
は
路
の
財
務

を
統
轄
す
る
職
務
で
あ
っ
て
、
地
方
官
で
は
あ
る
も
の
の
、
州
県
の
民

衆
と
は
直
接
に
は
対
峙
し
て
お
ら
ず
、
小
論
の
考
察
範
囲
か
ら
は
除
外

さ
れ
る
。
な
お
、
朱
熹
の
事
迹
は
、
各
種
の
年
譜
を
参
照
し
て
確
認
で

き
る
け
れ
ど
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
一
番
に
詳
細
で
的
確
な
年
譜
は
、

束
景
南
『
朱
熹
年
譜
長
編
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

で
あ
り
、
そ
の
「
叙
」
に
よ
る
と
、
歴
代
の
朱
熹
年
譜
は
五
七
種
が
存

在
し
、
そ
の
多
く
は
朱
熹
の
弟
子
の
李
方
子
が
作
成
し
た
『
紫
陽
年
譜
』

（
紫
陽
は
朱
熹
の
別
号
）
の
系
統
に
係
る
と
い
う
。
宋
人
の
代
表
的
な
年

譜
を
収
録
す
る
『
宋
人
年
譜
叢
刊
』（
四
川
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三

年
）
は
、
そ
の
第
九
巻
に
李
方
子
の
『
紫
陽
年
譜
』（
原
本
で
は
な
く
復

元
本
）
と
、
そ
れ
を
節
略
し
た
元
・
都
璋
『
宋
太
師
徽
国
文
公
朱
先
生
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年
譜
節
略
』（
こ
の
『
年
譜
節
略
』
の
序
に
は
、
朱
熹
の
年
譜
を
六
〇
種

近
い
と
記
述
）
を
所
載
す
る
。
一
方
、
台
湾
商
務
印
書
館
の
新
編
中
国

名
人
年
譜
集
成
に
は
、
朱
熹
年
譜
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
き
た
、
清
・

王
懋ぼ
う

竑
の
『
朱
子
年
譜
』
を
収
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
束
景
南
氏
以

前
の
代
表
的
な
朱
熹
の
年
譜
で
あ
り
、
小
論
に
お
い
て
、
適
宜
参
照
す

る
。
ま
た
、
朱
熹
の
詩
文
を
収
め
た
『
晦
菴
先
生
朱
文
公
文
集
』
は
、
そ

の
詩
文
作
成
の
年
次
の
多
く
が
辿
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
近
年
、
文

集
各
篇
の
編
年
を
全
て
網
羅
し
た
郭
斉
・
尹
波
（
編
注
）『
朱
熹
文
集
編

年
評
注
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
は
極
め
て
有
用
で
あ
っ

て
、
こ
の
『
編
年
評
注
』
が
束
景
南
氏
の
紀
年
と
異
な
る
と
き
は
、
各

篇
の
末
尾
に
載
る
「
編
年
」
に
、
そ
の
旨
と
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
南
康
軍
知
事
時
代

　

南
康
軍
は
、
南
宋
・
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』
に
拠
る
と
、
長
江
中
流

域
、
現
在
の
江
西
省
の
北
端
に
あ
る
鄱
陽
湖
を
挟
ん
で
（
宋
代
、
南
康

軍
は
江
西
路
で
は
な
く
、
江
東
路
に
所
属
）、
西
側
に
建
昌
県
、
東
側
に

都
昌
県
、
北
側
に
星
子
県
と
い
う
三
県
か
ら
な
る
狭
小
な
府
州
級
の
行

政
区
画
で
あ
っ
て
、
軍
の
治
所
は
星
子
県
に
置
か
れ
て
い
る
。
鄱
陽
湖

は
軍
事
上
や
水
運
上
、
重
要
な
地
点
に
位
置
し
て
い
て
、
太
宗
の
太
平

興
国
七
年
（
九
八
二
）
に
星
子
県
を
治
所
と
す
る
南
康
軍
が
設
置
さ
れ

（
10
）

た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
当
地
は
戦
略
的
に
は
重
要
だ
が
土
地
が

痩
せ
て
経
済
的
に
は
厳
し
い
場
所
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
は
、
淳
熙
五
年
（
一
一
七
八
）
八
月
、
南
康
軍
知
事
に
任
命
さ

れ
た
け
れ
ど
も
、
あ
れ
こ
れ
理
由
を
付
け
た
り
、
祠
禄
官
を
求
め
た
り

し
て
、
よ
う
や
く
着
任
し
た
の
は
、
翌
、
淳
熙
六
年
三
月
三
〇
日
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
き
に
知
命
の
五
〇
歳
。
そ
れ
か
ら
淳
熙
八
年

（
一
一
八
一
）
閏
三
月
二
七
日
に
離
任
す
る
ま
で
、
精
力
的
に
知
事
の
職

務
を
果
た
し
た
。

　

着
任
し
た
翌
月
の
四
月
に
、
早
速
、「
知
南
康
榜
文
」「
又
牒
」
と
い

う
一
続
き
の
布
告
文
を
公
布
し
た
（『
晦
菴
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
九

九
）。「
知
南
康
榜
文
」
の
冒
頭
部
分
に
は
、
着
任
の
初
め
に
あ
た
っ

て
、
天
子
が
自
分
に
対
し
て
民
衆
を
委
ね
た
気
持
ち
に
沿
っ
て
、
単
に

収
税
の
義
務
を
果
た
す
だ
け
で
な
く
、
民
衆
に
対
す
る
教
化
を
施
す
意

図
を
明
確
に
告
げ
、
更
に
は
少
し
で
も
民
衆
の
労
力
を
減
ら
す
よ
う
に

し
た
い
と
語
り
、
布
告
の
目
的
を
闡
明
に
表
明
し
て
い
る
（「
到
任
之

初
、
伏
自
惟
念
聖
天
子
所
以
捜
揚
幽
隠
・
付
畀
民
社
之
意
、
固
将
使
之

宣
命
教
化
、
寛
恤
民
力
、
非
徒
責
以
簿
書
期
会
之
最
而
已
。
顧
雖
不
能
、

其
敢
不
勉
」）。
そ
の
「
知
南
康
榜
文
」
の
、
布
告
の
内
容
は
三
点
で
あ

る
。
第
一
は
、
本
軍
は
土
地
が
痩
せ
居
民
が
少
な
い
の
に
、
租
税
も
職

役
も
重
い
と
い
う
当
地
に
対
す
る
基
本
的
な
現
状
認
識
を
示
し
、
そ
の

（
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）
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認
識
の
上
に
立
っ
て
、
管
下
の
士
人
・
僧
道
（
仏
僧
と
道
士
）・
父
老
ら

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
そ
れ
ら
の
負
担
を
軽
減
し
、
戸
口

を
増
や
せ
る
の
か
、
そ
の
原
因
と
解
決
策
を
問
う
て
い
る
。
第
二
は
、

元
々
、
本
軍
は
累
世
同
居
や
節
婦
を
輩
出
し
、
太
宗
に
旌
表
さ
れ
る
ほ

ど
の
淳
俗
な
気
風
で
あ
っ
た
の
に
、
現
在
は
そ
れ
が
失
わ
れ
て
い
る
の

で
、
定
期
的
に
士
民
や
父
老
が
集
会
を
開
い
て
、
子
弟
を
教
戒
し
、
目

上
を
尊
敬
し
、
親
族
や
隣
人
同
士
が
仲
良
く
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
と

述
べ
る
。
第
三
は
、
近
年
、
士
風
が
衰
退
し
、
学
校
も
頽
廃
し
、
科
挙

受
験
者
も
少
な
い
の
で
、
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
、
学
校
費
用
を
増
額

し
て
、
学
問
を
す
る
気
風
を
振
興
し
た
い
と
い
う
願
望
を
伝
え
て
い
る
。

「
又
牒
」
は
、
布
告
の
内
容
を
一
〇
点
に
分
け
て
い
る
が
、
一
〇
の
項
目

を
通
し
て
、
当
地
の
官
僚
や
士
人
に
対
し
て
、
当
地
が
輩
出
し
た
り
、

当
地
に
任
官
・
寄
居
し
た
歴
代
名
人
の
祠
宇
の
修
築
状
況
や
、
累
世
同

居
の
洪
氏
一
族
の
旌
表
門
閭
の
修
築
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問

い
、
更
に
は
南
唐
に
起
源
を
も
つ
白
鹿
洞
書
院
の
屋
宇
の
、
現
今
の
状

態
を
尋
ね
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
道
学
者
の
朱
熹
ら
し

い
の
は
、
当
地
に
在
任
し
た
周
敦
頤
の
祠
堂
の
有
無
を
訊
い
て
い
る
点

で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
そ
れ
を
創
建
し
、
併
せ
て
程
顥
・
程
頤
を

祭
祀
し
て
い
る
（
各
種
年
譜
を
参
照
）。
要
す
る
に
、
二
つ
の
布
告
文

は
、
一
続
き
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
管
下
の
民
衆
教
化
と
い
う
意

味
、
す
な
わ
ち
諭
俗
と
い
う
意
味
で
は
、
三
つ
の
布
告
項
目
を
示
し
た

後
に
、「
管
下
の
士
民
父
老
ら
に
曉
諭
す
（
曉
諭
管
下
士
民
父
老
等
）」

と
あ
る
よ
う
に
、「
知
南
康
榜
文
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
、「
又
牒
」
は
、

榜
文
の
第
二
点
を
詳
細
に
補
足
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ

の
布
告
文
と
関
連
し
て
、
朱
熹
文
集
の
同
巻
に
は
、
続
い
て
白
鹿
洞
書

院
の
再
建
を
慫
慂
す
る
「
白
鹿
洞
牒
」（
淳
熙
六
年
一
〇
月
）
や
、『
孝

経
』
庶
人
章
を
引
用
し
な
が
ら
、
民
衆
は
一
生
懸
命
に
働
き
、
仏
教
の

念
仏
を
唱
え
る
無
駄
な
行
い
よ
り
は
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
『
孝
経
』
庶

人
章
の
「
五
句
」（「
用
天
之
道
、
因
〔『
孝
経
』
は
「
分
」
に
作
る
〕
地

之
利
、
謹
身
節
用
、
以
養
父
母
、
此
庶
人
之
孝
也
」）
を
唱
え
る
べ
き
だ

と
説
い
た
「
示
俗
」
が
載
っ
て
い
る
。「
示
俗
」（
淳
熙
六
年
夏
）
は
、

『
孝
経
』
庶
人
章
の
各
語
句
の
後
に
、
そ
の
意
味
を
夾
注
を
使
っ
て
敷
衍

し
て
教
示
し
て
、
そ
の
内
容
を
端
的
に
示
し
て
説
い
て
い
る
よ
う
に
、

管
下
の
民
衆
を
勧
諭
・
教
化
し
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
「
諭
俗
文
」
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
こ
の
『
孝
経
』
庶
人

章
は
、
孔
子
の
民
衆
に
対
す
る
教
え
の
精
髄
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
遵
守

し
て
日
常
を
送
り
、
決
し
て
仏
教
の
、
念
仏
を
唱
え
て
無
駄
な
時
間
や

費
用
を
費
や
し
て
は
な
ら
ぬ
と
纏
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
仏
教
に
代

わ
っ
て
、
儒
教
の
興
隆
を
意
図
す
る
内
容
を
強
調
し
て
い
る
。「
示
俗
」

の
後
に
載
る
「
曉
諭
兄
弟
争
財
産
事
」（
淳
熙
六
年
八
月
）
は
、
管
下
の

（
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）
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具
体
的
な
財
産
争
い
を
示
し
て
、
そ
う
し
た
騒
動
が
如
何
に
教
化
を
阻

害
し
て
い
る
か
を
教
え
諭
す
内
容
と
な
っ
て
い
て
（「
更
有
似
此
棄
違
礼

法
・
傷
害
風
教
之
人
」）、
特
定
の
項
目
を
見
定
め
た
諭
俗
文
と
言
っ
て

よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

民
衆
を
勧
諭
・
教
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
無
論
、
農
業
振
興
を

目
的
と
し
た
二
つ
の「
勧
農
文
」に
も
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
文

集
巻
九
九
に
連
続
し
て
載
っ
て
い
る
が
、
最
初
の
淳
熙
六
年
一
二
月
に

公
布
さ
れ
た
「
勧
農
文
」
は
、
朱
熹
自
身
が
長
年
に
亙
っ
て
農
村
暮
ら

し
を
し
て
、
農
業
を
熟
知
し
て
い
る
（「
当
職
久
処
田
間
、
習
知
穡
事
」）

と
豪
語
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
痩
せ
地
の
多
い
南
康
軍
の
土
地
柄
に
沿
っ

た
事
細
か
な
農
作
業
の
手
順
を
指
示
し
た
後
、
各
家
の
指
導
的
立
場
の

父
兄
は
、
子
弟
に
対
し
て
、
本
業
に
勤
し
み
、
父
母
を
養
育
し
、
農
業

を
妨
げ
る
賭
博
や
飲
酒
な
ど
に
注
意
す
る
よ
う
に
目
配
り
を
加
え
る
こ

と
を
（「
父
兄
教
誨
子
弟
、
子
弟
遵
承
教
誨
、
務
敦
本
業
、
耕
耘
収
斂
、

以
養
父
母
、
毋
或
惰
遊
賭
博
喫
酒
、
妨
廃
農
桑
」）
懇
切
丁
寧
に
勧
諭

し
て
い
る
。
次
の
淳
熙
七
年
二
月
に
布
告
さ
れ
た
「
勧
農
文
」
は
、
多

少
、
当
地
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
、
具
体
的
な
農
業
振
興
に
言
及
す
る
け

れ
ど
も
、
大
部
分
は
農
業
の
大
切
さ
を
専
ら
説
く
訓
誡
に
近
い
内
容
と

な
っ
て
お
り
、
農
業
を
阻
害
す
る
生
活
態
度
に
は
深
く
立
ち
入
っ
て
い

な
い
。
そ
も
そ
も
、「
勧
農
文
」
は
、
毎
年
、
耕
作
の
始
ま
る
二
月
に
管

（
14
）

下
の
父
老
を
集
め
て
公
布
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、こ
の
場
合
も
、公
布
の

時
期
を
考
慮
す
れ
ば
、
政
府
の
規
定
に
合
わ
せ
て
幾
分
は
抽
象
的
に
な

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

束
景
南
『
朱
熹
年
譜
長
編
』
に
拠
る
と
（
上
巻
、
六
七
三
頁
）、
淳
熙

七
年
七
月
に
、
南
康
軍
は
大
干
魃
に
襲
わ
れ
、
朱
熹
は
、
そ
の
救
済
の

た
め
に
施
策
（
荒
政
）
を
次
々
と
打
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
施
策
を
示

す
文
章
は
文
集
巻
九
九
に
載
っ
て
お
り
、
そ
の
他
、
陂は

塘と
う

の
護
岸
工
事
、

他
郷
に
流
れ
た
当
軍
の
住
民
の
帰
還
を
慫
慂
す
る
な
ど
の
、
知
事
と
し

て
の
精
力
的
な
仕
事
を
窺
わ
せ
る
文
章
も
同
巻
に
載
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
は
小
論
の
教
化
を
目
的
と
し
た
「
諭
俗
文
」
の
主
旨
に
は

直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
言
及
を
避
け
る
。

（
二
）
漳
州
知
事
時
代

　

漳
州
は
、
福
建
路
の
最
南
部
に
位
置
す
る
。『
輿
地
紀
勝
』
に
拠
る

と
、
治
所
は
沿
岸
近
く
の
龍
渓
県
に
置
か
れ
、
他
に
長
泰
・
龍
巌
・
漳

浦
の
三
県
と
併
せ
て
四
県
か
ら
な
り
、
州
の
ラ
ン
ク
と
し
て
は
下
州
に

属
す
る
。
太
宗
の
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
に
陳
洪
進
が
そ
の
支
配

地
の
泉
州
と
漳
州
を
納
地
し
て
か
ら
宋
朝
の
領
土
と
な
っ
た
（
巻
一
三

一
、
福
建
路
漳
州
「
州
沿
革
」）。

　

こ
の
漳
州
の
知
事
に
、
朱
熹
は
淳
熙
一
六
年（
一
一
八
九
）十
一
月
に

（
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）
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任
命
さ
れ
た
。
今
回
は
、
少
し
の
辞
退
だ
け
で
、
あ
ま
り
文
句
も
言
わ

ず
に
、
年
が
明
け
て
、
六
一
歳
と
な
っ
た
紹
熙
元
年
（
一
一
九
〇
）
四

月
二
四
日
に
着
任
し
た
。
だ
が
、
翌
、
紹
熙
二
年
一
月
二
四
日
に
長
男

の
朱
塾
が
婺
州
（
浙
江
省
金
華
市
）
で
亡
く
な
る
と
（
享
年
、
三
九
）、

そ
の
服
喪
と
葬
儀
を
理
由
に
し
て
、
四
月
二
九
日
に
離
任
し
、
五
月
二

四
日
に
建
寧
府
建
陽
県
の
仮
住
ま
い
に
帰
着
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
漳

州
知
事
在
任
は
一
年
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
、
精
力
的
に
施
策
を

実
施
し
て
い
っ
た
。
こ
の
と
き
に
、
公
布
さ
れ
た
文
章
は
、
文
集
巻
一

〇
〇
に
載
っ
て
い
る
。
既
出
の
『
朱
熹
年
譜
長
編
』
や
『
朱
熹
文
集
編

年
評
注
』
に
よ
る
と
、
着
任
し
て
早
々
に
、
矢
継
ぎ
早
に
管
下
の
州
県

に
文
章
を
公
布
し
て
い
る
。
着
任
し
た
四
月
二
四
日
に
は
州
や
管
下
諸

県
の
官
吏
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
応
じ
て
尽
力
し
、
政
務
を

胥
吏
任
せ
に
は
せ
ず
、
賄
賂
を
求
め
な
い
よ
う
に
と
要
請
す
る
文
章
を

（「
州
県
官
牒
」）、
次
い
で
、
五
月
に
は
、
訴
訟
沙
汰
（
詞
訟
）
を
戒
め

る
榜
文
（「
漳
州
曉
諭
詞
訟
榜
」）、
六
月
に
は
、
礼
制
に
基
づ
く
服
喪
期

間
と
服
喪
用
の
衣
服
の
推
奨
や
、
服
喪
中
の
飲
酒
、
食
肉
、
房
事
を
禁

止
す
る
文
章
を
発
布
し
て
い
る
（「
曉
諭
居
喪
持
服
遵
礼
律
事
」）。
小
論

が
取
り
上
げ
る
諭
俗
文
に
関
わ
る
文
章
は
、
八
月
に
入
っ
て
降
さ
れ
た

三
つ
の
榜
文
で
あ
る
。
一
つ
は
、
仏
教
が
盛
ん
な
福
建
を
象
徴
し
て
お

り
、
違
法
な
私
設
の
寺
院
（
道
観
も
含
む
）
に
居
住
す
る
、
と
り
わ
け
尼

（
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僧
（
女
道
）
は
還
俗
し
て
、
い
ち
早
く
、
配
偶
者
を
探
す
こ
と
を
求
め

る
榜
文
で
あ
る
（「
勧
女
道
還
俗
榜
」）。
榜
文
中
の
、
年
若
く
容
貌
の

衰
え
な
い
中
に
結
婚
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
言
辞
は
、
現
代
日
本
だ
っ
た

ら
、
間
違
い
な
く
、
問
題
発
言
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

二
つ
目
は
、
北
宋
の
陳
襄
が
皇
祐
年
間
（
一
〇
四
九
～
一
〇
五
三
）
に

台
州
仙
居
県
（
浙
江
省
仙
居
県
）
の
知
事
時
代
に
管
下
の
民
衆
に
向
け

て
降
し
た
「
勧
諭
文
」
を
、「
諭
俗
文
」
の
模
範
と
し
て
、
朱
熹
自
身
の

論
評
を
付
し
て
公
布
し
た
文
章
で
あ
る
（「
掲
示
古
霊
先
生
勧
諭
文
」）。

こ
の
「
勧
諭
文
」
に
関
し
て
、
朱
熹
は
、
楊
道
夫
と
い
う
福
建
浦
城
県

出
身
の
弟
子
と
の
遣
り
取
り
で
、
道
夫
が
陳
襄
の
諭
俗
文
は
極
め
て
整

っ
て
平
易
だ
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
は
多
く
の

こ
と
が
説
き
尽
く
さ
れ
、
陳
襄
の
胸
の
内
が
充
分
に
吐
露
さ
れ
て
い
る

と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
榜
文
で
は
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
の
文
章

の
後
に
、
朱
熹
自
身
が
こ
の
「
勧
諭
文
」
内
容
を
要
約
し
て
、
そ
れ
を

掲
載
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、「
孝
順
父
母
、
恭
敬
長
上
、
和
睦
宗
姻
、

周
䘏
鄰
里
」
と
纏
め
、
更
に
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
博
打
や
訴
訟
事
な

ど
の
悪
い
こ
と
を
せ
ず
に
、「
王
法
」
を
恐
れ
慎
み
、
一
生
懸
命
に
農
業

に
励
む
よ
う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
良
い
行
い
は

褒
め
称
え
て
旌
表
を
実
施
し
、
悪
い
行
い
に
は
相
応
の
処
罰
を
施
す
の

で
、
心
し
て
遵
守
せ
よ
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
朱
熹

（
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は
、
そ
の
論
評
も
含
め
て
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
を
布
告
し
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
彼
が
南
康
軍
知
事
時
代
に
『
孝
経
』
庶
人

章
を
公
布
し
た
（「
示
俗
」）
と
似
通
っ
た
告
諭
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
「
掲
示
古
霊
先
生
勧
諭
文
」
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
、
朱
熹
に
私

淑
し
て
い
た
真
徳
秀
（
一
一
七
八
～
一
二
三
五
）
が
潭
州
（
湖
南
省
長

沙
市
）
の
知
事
時
代
に
属
官
に
向
け
て
諭
告
し
た
文
章
に
、
民
衆
の
教

化
に
尽
く
し
た
嚆
矢
と
し
て
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
を
挙
げ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
そ
の
「
勧
諭
文
」
は
、「
諭
俗
文
」
の
模
範
と
し
て
定
着
し

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朱
熹
の
役
割
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　

三
つ
目
は
、
朱
熹
自
身
の
一
〇
項
目
か
ら
な
る
「
勧
諭
榜
」
で
あ
る
。

文
集
で
は
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
の
直
ぐ
後
に
載
っ
て
い
て
、
南
康
軍

知
事
時
代
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
諭
俗
の
内
容
が
具
体
的
で
き
め
細

か
い
。
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目
は
、
宋
代
に
発
布
さ
れ
た
、
ど

の
「
諭
俗
文
」
に
も
見
ら
れ
る
、
悪
い
こ
と
せ
ず
、
一
生
懸
命
に
働
き
、

父
母
を
養
い
、
兄
弟
・
親
族
・
近
隣
と
仲
良
く
付
き
合
い
、
仕
官
の
家

や
金
持
ち
が
勢
威
を
笠
に
着
て
一
般
民
衆
を
欺
い
た
り
抑
圧
し
た
り
し

な
い
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
漳
州
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
内

容
は
、
七
・
八
・
九
・
一
〇
番
目
の
項
目
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
七
・

八
・
九
番
目
に
は
、
死
者
が
出
た
場
合
、
長
く
家
や
寺
院
に
柩
を
留
め

ず
、
一
月
を
目
処
に
、
各
家
の
財
政
事
情
に
あ
っ
た
葬
儀
を
行
い
、
祭

（
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礼
は
仏
教
式
を
用
い
な
い
よ
う
に
要
請
し
、
そ
れ
と
関
連
し
て
私
設
の

僧
庵
の
建
設
と
、
仏
教
的
な
拝
礼
や
伝
道
を
名
目
と
す
る
集
会
を
し
な

い
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
福
建
と
い
う
仏

教
の
盛
ん
な
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
告
諭
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最

後
の
第
一
〇
番
目
は
「
禍
を
払
い
幸
福
を
祈
る
（
禳
災
祈
福
）」
を
名
目

と
し
て
、
そ
の
資
金
を
集
め
て
、
俳
優
を
招
い
て
人
形
劇
を
催
し
た
り
、

山
車
を
練
り
歩
く
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
風
習
は
、
朱
熹
の
漳

州
時
代
に
弟
子
と
な
っ
た
、
当
地
出
身
の
陳
淳
（
一
一
五
九
～
一
二
二

三
）
が
当
地
に
赴
任
し
て
き
た
官
僚
に
宛
て
た
書
簡
に
詳
し
く
論
じ
て

お
り
、
ま
さ
に
漳
州
独
特
の
気
風
を
朱
熹
も
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ

の
禁
止
を
勧
告
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
諭
俗
文
」
と
し
て
は
、
同
年
に
漳
州
の
奥
地
に
位
置
す
る
龍
巌
県

だ
け
を
対
象
と
し
た
も
の
が
発
布
さ
れ
て
い
る
（「
龍
巌
県
勧
諭
榜
」）。

こ
の
「
勧
諭
榜
」
は
、
発
布
の
月
日
は
不
明
な
が
ら
、『
朱
熹
文
集
編
年

評
注
』
は
、
文
章
の
出
だ
し
に
、「
当
職
恭
し
く
勅
命
を
奉
じ
て
、
此

の
邦
に
来
た
り
て
守
た
り
（
当
職
恭
奉
勅
命
、
来
守
此
邦
）」
と
あ
る

の
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
は
着
任
し
て
早
々
の
言
葉
な
の
で
、
い
ず
れ

に
せ
よ
紹
熙
元
年
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
（
第
十
一
冊
四
六
四
五
頁

の
〔
編
年
〕）。
な
ぜ
、
漳
州
全
体
に
向
け
た
「
諭
俗
文
」
が
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
龍
巌
県
と
い
う
特
定
の
県
に
向
け
た
「
勧
諭
榜
」
を
発
布

（
19
）
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し
た
か
は
、
こ
の
榜
文
を
み
る
と
納
得
さ
れ
る
。
当
地
は
、
漳
州
全
体

が
沿
岸
に
あ
る
州
の
中
で
も
奥
地
に
あ
っ
て
、
海
か
ら
得
ら
れ
る
利
益

（「
魚
塩
之
利
」）
が
な
く
、
そ
の
た
め
民
衆
の
生
活
は
苦
し
く
、
州
府
の

中
心
地
か
ら
も
遠
く
て
教
化
が
行
わ
れ
な
い
上
に
、「
吏
人
」
が
勝
手

に
収
奪
を
行
う
の
で
、
民
衆
の
気
持
ち
が
荒
ん
で
、
や
や
も
す
る
と
官

吏
（「
官
司
」）
を
蔑
ろ
に
し
て
、
強
者
が
弱
者
を
虐
め
、
乱
暴
を
働
く

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
漳
州
知
事
の
私
（「
当
職
」）
は
民
衆
に

直
接
接
触
す
る
「
父
母
の
官
」
と
し
て
、
官
吏
を
取
り
締
ま
り
、
教
化

を
闡
明
に
し
て
法
令
を
遵
守
さ
せ
た
い
（「
約
束
官
吏
、
務
宣
教
化
、
恪

守
条
法
」）
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
県
の
状
況
と
、
そ
れ
に
対

す
る
基
本
姿
勢
を
示
し
た
後
、
纏
め
と
し
て
、
今
後
、
県
下
の
民
衆
は

本
業
に
務
め
て
、
盗
み
、
飲
酒
、
賭
博
を
せ
ず
、
騒
乱
や
無
駄
な
訴
訟

沙
汰
な
ど
を
起
こ
さ
ず
、
剽
悍
な
気
風
を
一
変
さ
せ
て
、「
礼
義
之
郷
」

と
な
る
よ
う
に
せ
よ
と
告
諭
し
て
い
る
。
告
諭
の
最
後
の
部
分
は
、
朱

熹
だ
け
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
「
諭
俗
文
」
に
も
共
通
す
る
内
容
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
告
諭
の
前
提
と
な
る
当
地
の
気
風
の
叙
述
か
ら
は
、

朱
熹
の
当
地
に
対
す
る
深
い
認
識
が
窺
わ
れ
て
興
味
深
い
。

　

文
集
の
、「
龍
巌
県
勧
諭
榜
」
の
直
前
に
は
、
漳
州
知
事
と
し
て
公

布
し
た
「
勧
農
文
」
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
年
月
に
関
し
て
、
四
部
叢

刊
本
な
ど
多
く
の
版
本
は
、
こ
の
「
勧
農
文
」
の
最
後
に
、
紹
熙
三
年

二
月
と
い
う
日
付
を
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』

の
当
該
箇
所
の
「
校
記
」
に
は
、
朱
熹
は
紹
熙
二
年
四
月
に
離
任
す
る

の
で
、
こ
の
日
付
は
「
二
年
二
月
」
と
す
べ
き
だ
ろ
う
と
し
て
お
り
、

小
論
も
そ
れ
に
従
う
（
第
十
一
冊
四
六
四
三
頁
、「
校
記
」
の
〔
五
〕）。

勧
農
の
項
目
は
一
〇
項
目
に
亙
っ
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
農
作
業
を

円
滑
に
行
っ
た
り
、
養
蚕
を
勧
め
た
り
と
い
う
農
業
に
直
接
に
関
わ
る

内
容
で
あ
る
。
第
七
番
目
に
象
に
よ
っ
て
作
物
を
踏
ま
れ
た
り
食
べ
ら

れ
た
り
す
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
象
の
殺
害
を
認
め
て
い
る
点

は
、
当
地
の
特
色
を
示
す
も
の
と
し
て
関
心
を
そ
そ
る
。
最
後
の
第
一

〇
番
目
に
は
、
南
康
軍
の
と
き
と
同
じ
く
、
農
業
を
阻
害
す
る
農
民
の

生
活
態
度
に
言
辞
が
及
ぶ
。
南
康
軍
と
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
そ
う

し
た
真
面
目
な
生
活
態
度
を
推
奨
し
た
後
、
学
問
の
素
質
が
認
め
ら
れ

る
子
孫
に
は
、
読
書
を
さ
せ
て
、
延
い
て
は
門
戸
に
栄
誉
を
も
た
ら
す

よ
う
に
せ
よ
と
慫
慂
し
（「
子
孫
或
有
美
質
、
即
遣
上
学
読
書
、
学
道
修

身
、
興
起
門
戸
」）、
こ
の
「
勧
農
文
」
が
諭
俗
と
勧
学
と
を
含
め
た
勧

諭
と
な
っ
て
い
る
点
は
着
目
に
値
し
よ
う
。
そ
の
他
、正
確
な
課
税
の
基

と
な
る
土
地
測
量
を
意
味
す
る
経
界
法
の
実
施
を
迫
っ
た
り
な
ど
の
施

策
は
あ
る
が
（「
暁
示
経
界
差
甲
頭
榜
」）、
小
論
の
主
旨
か
ら
は
外
れ
る

の
で
、
そ
れ
ら
に
は
触
れ
な
い
。

　

漳
州
の
知
事
の
後
、
朱
熹
は
、
地
方
官
と
し
て
は
、
紹
熙
五
年
（
一

（
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一
九
四
）
五
月
四
日
に
潭
州
（
湖
南
省
長
沙
市
）
知
事
と
し
て
着
任
し
、

同
年
八
月
六
日
に
離
任
し
て
い
る
。
そ
の
三
か
月
の
在
任
中
に
、
嶽
麓

書
院
の
復
興
や
潭
州
城
の
修
築
な
ど
を
実
行
し
、
多
方
面
に
亙
る
施
政

方
針
や
禁
止
事
項
を
網
羅
し
た
「
約
束
榜
」
を
公
布
し
た
。「
約
束
榜
」

は
文
集
巻
一
〇
〇
に
載
っ
て
い
る
が
（『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』
第
十
一

冊
四
六
四
六
頁
は
紹
熙
五
年
七
月
と
す
る
）、
在
任
が
短
期
間
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
嶽
麓
書
院
の
復
旧
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
施

策
な
ど
が
充
分
に
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
良
く
は
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、『
宋
史
』
の
本
伝
は
、
学
校
を
興
し
、
教
化
を
明
示
し
、
四
方
か
ら

学
者
た
ち
が
潭
州
を
目
指
し
て
や
っ
て
来
た
と
好
意
的
に
記
し
て
い
る

（「
所
至
興
学
校
、
明
教
化
、
四
方
学
者
畢
至
」）。

二　

朱
熹
「
諭
俗
文
」
の
背
景

（
一
）
朱
熹
の
政
治
的
主
張
と
「
諭
俗
文
」

　

そ
れ
で
は
、
朱
熹
が
布
告
し
た
「
諭
俗
文
」
は
、
彼
の
政
治
的
主
張

や
信
念
に
、
ど
の
よ
う
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
に
関
し
て
彼
が
上
奏
文
な
ど
、
公
に
表
明
し
た
文
章
か
ら
探

っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
政
治
的
主
張
を
、
朱
熹
が

主
に
活
躍
し
た
孝
宗
朝
の
政
治
的
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
て

み
よ
う
。

　

孝
宗
は
、
高
宗
か
ら
の
内
禅
を
受
け
て
、
紹
興
三
二
年
（
壬
午
、
一

一
六
二
）
六
月
丙
子
（
十
一
日
）、
皇
帝
に
即
位
し
、
同
月
甲
申
（
一

九
日
）
に
は
朝
政
の
問
題
点
を
上
奏
せ
よ
と
い
う
詔
勅
を
出
し
た
。
朱

熹
は
、
そ
れ
を
受
け
て
八
月
七
日
に
彼
の
見
解
を
提
出
し
た
。
そ
れ
が

「
壬
午
応
詔
封
事
」
で
あ
る
。
朱
熹
は
、
こ
の
と
き
官
僚
の
資
格
を
有
し

た
紹
興
二
一
年
か
ら
数
え
て
十
一
年
を
経
て
お
り
、
年
齢
も
三
三
歳
に

な
っ
て
い
た
。
上
奏
文
は
長
文
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
論
点
は
三
つ
に
纏

め
ら
れ
る
。
そ
の
要
点
は
『
宋
史
』
巻
四
二
九
の
本
伝
、『
朱
熹
年
譜

長
編
』（
巻
上
、
二
八
二
・
二
八
三
頁
）
な
ど
に
も
載
っ
て
い
る
。
第

一
は
、
帝
王
の
在
り
方
と
し
て
、
格
物
致
知
に
基
づ
い
て
道
理
を
獲
得

す
る
よ
う
に
し
、
決
し
て
文
辞
や
、
道
家
と
仏
教
の
書
物
に
留
意
し
て

は
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
る
金
と
の
講
和
を
破
毀

し
、
綱
紀
を
粛
正
し
、
賢
者
を
登
用
し
て
富
国
強
兵
を
図
り
、
北
宋
の

領
土
を
回
復
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三
は
、
民
政
の
安
定
に
は
守
令
を
慎

重
に
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
朱
熹
年
譜
長
編
』
は
、
そ
れ

ら
三
点
を
、「
儒
学
」「
反
対
和
議
」「
任
賢
修
政
」
と
纏
め
て
い
る
。

　

こ
の
三
つ
の
論
点
の
う
ち
、「
諭
俗
文
」
に
関
わ
る
の
は
、
第
三
点
で

あ
り
、
そ
の
主
張
を
少
し
丁
寧
に
紹
介
し
よ
う
。
朱
熹
は
主
張
す
る
。

民
衆
の
喜
び
や
悲
し
み
（「
休
戚
」）
は
、
守
令
（
州
府
の
知
事
と
県
の

（
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知
事
）
の
良
し
悪
し
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
良
し
悪
し
を
判
断
す
る

の
は
、
各
路
の
監
察
を
司
る
監
司
（
転
運
司
・
提
点
刑
獄
司
な
ど
）
で

あ
り
、
そ
の
監
司
を
統
轄
す
る
の
は
朝
廷
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
朝

廷
が
民
衆
の
生
殺
与
奪
の
根
本
を
握
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
は
監

司
も
中
央
の
宰
執
も
腐
敗
し
て
い
て
私
情
に
走
っ
て
い
る
。
陛
下
は
そ

の
状
況
の
実
態
を
知
っ
て
改
革
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。『
宋
史
』

の
本
伝
な
ど
は
、
こ
こ
ま
で
し
か
内
容
紹
介
を
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

「
壬
午
応
詔
封
事
」
の
原
文
を
み
る
と
、
そ
う
し
た
地
方
政
治
の
要
で

あ
る
守
令
を
重
視
す
る
理
由
と
し
て
、
当
時
の
政
治
社
会
情
勢
に
言
及

し
て
い
る
。
朱
熹
に
よ
る
と
、
あ
ち
こ
ち
で
旱
害
や
蝗
害
が
発
生
し
、

民
衆
は
食
糧
に
不
足
を
き
た
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
賦
役
を
緩
や
か

に
し
、
賑
給
の
備
え
を
し
、
流
通
を
整
え
、
盗
賊
を
出
さ
な
い
計
画
を

た
て
る
べ
き
で
、
そ
れ
に
は
適
切
な
人
材
を
守
令
に
充
て
る
必
要
が
あ

り
、
全
て
の
根
本
で
あ
る
朝
廷
が
し
っ
か
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の

で
あ
る
（「
況
今
旱
蝗
四
起
、
民
食
将
乏
、
図
所
以
寛
賦
役
・
備
賑
贍
・

業
流
逋
・
銷
盗
賊
之
計
、
尤
在
於
守
令
之
得
其
人
、
而
本
原
之
地
則
又

有
在
」）。
朱
熹
の
提
案
は
、
こ
う
し
た
民
衆
が
直
面
す
る
自
然
災
害
を

初
め
と
し
た
困
難
な
状
況
を
踏
ま
え
て
お
り
、
そ
の
点
は
前
節
で
紹
介

し
た
、
南
康
軍
と
漳
州
の
「
諭
俗
文
」
と
通
底
す
る
認
識
だ
と
い
え
よ

う
。

　

朱
熹
の
文
集
を
み
る
と
、「
壬
午
応
詔
封
事
」
を
含
む
巻
十
一
以
後
、

巻
一
四
ま
で
の
間
に
、
折
り
に
触
れ
て
意
見
具
申
し
た
上
奏
文
が
載
っ

て
い
る
が
、「
諭
俗
文
」
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
巻
一
四
所
載
の
「
戊

申
延
和
奏
箚
（
一
～
五
）」
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
う
戊
申

は
、
淳
熙
一
五
年
（
一
一
八
八
）
で
あ
っ
て
、
孝
宗
の
治
世
は
、
翌
淳

熙
一
六
年
二
月
に
光
宗
に
譲
位
し
て
終
わ
り
を
告
げ
る
。
諸
種
の
朱
熹

年
譜
に
よ
る
と
、
淳
熙
一
五
年
の
正
月
以
後
、
孝
宗
は
朱
熹
に
対
し
て
、

繰
り
返
し
、
臨
安
に
赴
い
て
意
見
を
奏
上
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
。

朱
熹
は
、
何
度
も
辞
退
を
申
し
出
な
が
ら
許
さ
れ
ず
、
遂
に
六
月
壬
申

（
七
日
）
に
な
っ
て
、
上
奏
し
た
の
が
、
全
部
で
五
つ
の
「
奏
箚
」
で
あ

る
。
上
奏
し
た
場
所
は
、
孝
宗
が
寛
い
で
政
務
を
執
る
便
殿
と
し
て
の

延
和
殿
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
奏
箚
」
の
要
点
は
、
友
枝
龍
太
郎
氏
が
纏

め
て
お
り
、
衣
川
強
氏
も
友
枝
氏
の
纏
め
に
沿
っ
た
紹
介
を
し
て
い
る
。

そ
の
主
な
主
張
は
、
裁
判
に
関
わ
る
事
柄
と
、
軍
事
費
捻
出
の
た
め
に

臨
時
に
課
税
し
た
経
制
銭
や
総
制
銭
の
徴
収
を
廃
止
し
た
り
、
江
西
の

訴
訟
銭
の
廃
止
な
ど
実
務
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、「
奏
箚
」

の
第
一
番
目
（「
戊
申
延
和
奏
箚
一
」）
は
、
君
主
と
し
て
統
治
に
当
た

る
心
構
え
を
説
い
て
お
り
、
そ
こ
に
政
治
に
何
が
大
切
か
と
い
う
朱
熹

の
基
本
的
姿
勢
を
窺
え
る
。
朱
熹
は
、
ま
ず
人
倫
の
基
本
で
あ
る
三
綱

五
常
が
統
治
の
根
幹
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
統
治
の
基
本
は
、
民
衆
に

（
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向
か
っ
て
、
そ
れ
を
明
確
に
し
、
教
化
の
補
助
と
し
て
刑
罰
を
躊
躇
い

な
く
厳
格
に
施
す
べ
き
だ
と
提
示
す
る
（「
蓋
三
綱
五
常
、
天
理
民
彝
之

大
節
、
而
治
道
之
本
根
也
。
故
聖
人
之
治
、
為
之
教
以
明
之
、
為
之
刑

以
弼
之
」）。
事
実
、
近
年
、
妻
で
あ
り
な
が
ら
夫
を
殺
害
し
た
り
、
一

族
の
子
弟
が
一
族
の
年
長
者
を
殺
害
し
た
り
、
佃
戸
で
あ
り
な
が
ら
地

主
を
殺
害
し
て
も
、
死
刑
を
適
用
せ
ず
に
流
罪
な
ど
の
緩
い
処
罰
で
済

ま
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
倫
の
基
本
に
悖
る
事
柄
を
（「
諸
若
此
類

渉
於
人
倫
風
化
之
本
者
」）
厳
し
く
処
罰
し
な
い
の
で
は
、
ど
う
し
て
天

道
や
人
と
し
て
の
不
変
原
理
が
亡
ば
な
い
と
い
え
よ
う
か
と
い
う
の
で

あ
る
（「
天
理
民
彝
、
幾
何
不
至
於
泯
滅
」）。
民
衆
の
荒
ん
だ
状
態
を
、

人
倫
を
貫
徹
さ
せ
る
補
助
と
し
て
の
刑
罰
を
支
え
と
し
な
が
ら
、
民
衆

を
教
え
諭
す
必
要
を
説
く
点
に
「
諭
俗
文
」
と
通
底
す
る
現
状
認
識
と

方
策
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

同
様
の
主
張
は
、
文
集
巻
一
二
所
載
の
「
己
酉
擬
上
封
事
」
に
も
見

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
淳
熙
一
六
年
（
一
一
八
九
）
二
月
二
日
、
光
宗
が

即
位
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
時
間
が
経
た
な
い
際
に
新
政
を
意
識
し
た
意
見

表
明
、
言
い
換
え
る
と
、
政
治
理
念
の
表
明
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
擬
」
と
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
上
奏
し
な
か
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
朱
熹
の
、
こ
の
時
点
で
の
考
え
方
を
窺
え
よ

う
。「
封
事
」
は
、
九
項
目
に
分
け
て
意
見
表
明
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も

（
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帝
王
と
し
て
の
心
構
え
や
、
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
方
向
性
の
提
示
に
重

心
を
置
い
て
い
る
が
、
第
八
番
目
は
、
宰
執
を
初
め
と
す
る
上
に
立
つ

者
に
対
し
て
、
綱
紀
を
粛
正
し
、
下
に
い
る
民
衆
（「
兆
民
」）
の
「
風

俗
」
を
奮
い
立
た
せ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
、
新
皇
帝
に
対
す
る
意
見
表
明
と
い
う
意
味
で
は
、
紹
熙
五

年（
一
一
九
四
）七
月
に
光
宗
が
病
気
を
理
由
に
退
位
さ
せ
ら
れ
、
光
宗

の
次
男
の
寧
宗
が
即
位
し
た
際
に
、
短
期
間
、
新
皇
帝
の
侍
講
と
し
て

行
っ
た
講
義
に
も
見
ら
れ
る
（
巻
一
五
「
経
筵
講
義
」）。
朱
熹
は
、
九

月
末
に
臨
安
郊
外
に
到
着
し
て
、
一
〇
月
一
四
日
に
進
講
を
始
め
、
閏

一
〇
月
下
旬
に
罷
免
さ
れ
て
離
京
し
て
い
る
の
で
、
わ
ず
か
一
月
少
し

の
間
の
講
義
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
〇
月
一
四
日
に
開
始
さ
れ
た
「
経

筵
講
義
」
は
、『
大
学
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
伝
」
の
講
義
は
閏
一
〇

月
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
。『
大
学
』
な
の
で
、
無
論
、
朱
熹
が
、

そ
の
核
心
と
捉
え
る
「
致
知
格
物
」
か
ら
始
ま
る
八
条
目
（
格
物
・
致

知
・
誠
意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
が
講
義
の
眼
目

と
な
る
だ
ろ
う
。
講
義
の
冒
頭
に
そ
の
旨
が
語
ら
れ
、
当
然
な
が
ら
、

徳
性
を
涵
養
す
る
修
身
が
講
義
の
眼
目
と
な
る
。
講
義
の
中
盤
で
、
人

を
治
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
自
分
自
身
の
道
徳
的
涵
養
が
大

事
だ
と
説
い
て
い
る
の
も
、
そ
の
理
由
か
ら
だ
ろ
う
（「
蓋
欲
治
人
者
、

不
可
不
先
於
治
己
」）。「
修
身
」
は
、
上
は
天
子
か
ら
下
は
庶
民
に
至

（
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る
ま
で
、
誰
で
あ
れ
、
何
よ
り
も
心
掛
け
れ
ば
な
ら
ぬ
基
本
項
目
な
の

で
あ
る
（「
自
天
子
至
於
庶
人
、
壱
是
皆
以
脩
身
為
本
」）。
と
こ
ろ
が
、

人
び
と
は
気
質
の
偏
り
が
存
在
し
、
物
欲
に
支
配
さ
れ
や
す
く
（「
但
以

人
自
有
生
而
有
血
気
之
身
、
則
不
能
無
気
質
之
偏
以
拘
之
於
前
、
而
又

有
物
欲
之
私
以
蔽
之
於
後
」）、
そ
れ
を
矯
め
邪
な
人
間
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
古
い
に
し
えの

聖
王
は
学
校
を
設
け
た
（「
是
以
古
之
聖
王
、
設
為
学
校
、

以
教
天
下
之
人
」）。
学
校
が
無
け
れ
ば
「
風
俗
」
が
壊
れ
、
才
能
あ
る

人
材
が
払
底
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
（「
是
以
、
風
俗
敗
壊
、
人

才
衰
乏
」）。
学
校
は
風
俗
と
密
接
に
関
わ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ

に
は
、
漳
州
知
事
時
代
に
各
種
の
諭
告
文
を
発
布
し
て
民
衆
を
勧
諭
し

た
姿
勢
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

道
徳
を
治
政
の
要
と
し
て
位
置
付
け
る
姿
勢
は
、
若
い
頃
か
ら
一
貫

し
て
い
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
朱
熹
は
紹
興
二
一
年
（
一
一
五
一
）
の

銓
試
に
合
格
し
た
。
そ
し
て
、
二
四
歳
に
な
っ
た
、
紹
興
二
三
年
（
一

一
五
三
）
七
月
に
福
建
泉
州
同
安
県
の
主
簿
（
官
物
の
出
納
を
扱
う
職

務
）
に
着
任
し
て
か
ら
、
紹
興
二
七
年
（
一
一
五
七
）
一
〇
月
に
離
任

す
る
ま
で
（
二
八
歳
）、
四
年
三
か
月
も
の
間
、
同
安
県
に
在
任
し
つ
づ

け
た
。
宋
代
に
お
い
て
、
一
任
が
三
年
と
い
う
原
則
を
超
え
て
の
在
任

は
、
後
任
が
到
着
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
朱

熹
な
り
に
治
政
に
努
め
た
。『
宋
史
』
本
伝
に
は
、
そ
の
同
安
県
主
簿
時

代
に
関
し
て
、
優
秀
な
人
間
を
選
び
出
し
て
県
学
の
学
生
と
し
、
彼
等

を
相
手
に
し
て
、
如
何
に
修
身
し
て
統
治
に
臨
む
か
を
教
え
諭
し
、
更

に
は
婦
女
子
が
尼
僧
や
女
道
士
と
な
る
こ
と
を
禁
止
し
た
と
あ
る
（「
選

邑
秀
民
充
弟
子
員
、
日
与
講
説
聖
賢
修
己
治
人
之
道
、
禁
女
婦
之
為
僧

道
者
」）。
若
い
と
き
か
ら
、
朱
熹
の
道
学
者
と
し
て
面
目
躍
如
た
る
も

の
を
窺
え
る
。
文
集
巻
二
〇
に
は
、
こ
の
同
安
県
主
簿
時
代
の
も
の

と
し
て
、
儀
礼
に
則
っ
た
婚
姻
を
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
風

俗
」
を
正
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
布
告
文
を
載
せ
て
い
る
（「
申
厳
昏
礼

状
」）。
民
衆
の
風
俗
に
関
わ
る
こ
と
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。

（
二
）
孝
宗
時
代
の
政
治
的
傾
向

　

そ
れ
で
は
、
朱
熹
の
地
方
政
治
に
対
す
る
主
張
や
姿
勢
は
、
彼
が
活

躍
の
大
部
分
を
過
ご
し
た
孝
宗
朝
の
政
治
と
如
何
な
る
繋
が
り
を
有
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
般
的
に
は
、
孝
宗
は
、
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
五
月
に
符
離
（
安

徽
省
宿
県
）
の
戦
い
で
金
に
大
敗
し
て
以
来
、
内
政
に
重
点
を
移
し
て
、

乾
道
・
淳
熙
（
一
一
六
五
～
一
一
八
九
）
に
南
宋
の
黄
金
時
代
を
築
き
、

以
後
、
九
〇
年
に
及
ぶ
南
宋
王
朝
の
基
盤
を
作
り
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
選
徳
殿
の
御
坐
の
後
ろ
に
あ
る
衝
立
に
、
諸

（
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道
の
監
司
・
郡
守
の
名
前
を
書
い
て
、
そ
れ
を
眺
め
、
地
方
官
を
任
命

す
る
検
討
材
料
に
し
て
い
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
世
間
に

知
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
朱
熹
は
弟
子
に
そ
の
真
偽
を
問
わ
れ
て
、
本

当
だ
と
回
答
し
て
い
る
。
李
心
伝
（
一
一
六
七
～
一
二
四
四
）
も
、
孝
宗

は
即
位
当
初
か
ら
政
治
に
精
励
し
、
名
実
が
一
致
し
た
人
物
を
登
用
し

た
の
で
、
郡
守
や
監
司
は
地
方
政
治
に
懸
命
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
記

事
を
載
せ
て
い
る
。
と
く
に
治
民
の
た
め
、州
知
事
の
選
任
に
心
を
砕
い

た
と
李
心
伝
は
伝
え
る
。
李
心
伝
は
、誕
生
が
孝
宗
の
乾
道
三
年（
一
一

六
七
）
で
あ
り
、
孝
宗
朝
が
終
わ
っ
た
淳
熙
一
六
年
に
は
二
三
歳
と
な

っ
て
い
た
。
同
時
代
の
人
間
と
し
て
孝
宗
の
治
世
を
直
接
に
見
聞
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
清
朝
の
乾
隆
・
嘉
慶
時
代
に
活
躍
し
た
趙
翼
（
一

七
二
七
～
一
八
一
四
）
も
、
孝
宗
の
治
世
に
言
及
し
、
宋
代
で
は
初
代

の
太
祖
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
匹
敵
し
て
、
と
く
に
地
方

の
腐
敗
官
僚
に
厳
罰
を
与
え
て
政
治
に
緊
張
感
を
も
た
せ
た
皇
帝
だ
と

評
価
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
孝
宗
朝
の
地
方
重
視
の
姿
勢
は
、
上
掲
の
李
心
伝
も
、
孝

宗
の
即
位
当
初
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
様
子
は
、『
宋
史
』

孝
宗
本
紀
（
巻
三
三
～
三
五
）
や
元
・
闕
名
撰
『
宋
史
全
文
』
な
ど
か

ら
も
具
体
的
に
窺
え
る
。『
宋
史
全
文
』
成
立
は
元
初
で
あ
り
、
元
末
に

完
成
し
た
『
宋
史
』
よ
り
も
編
纂
時
期
は
早
く
、
小
論
は
、
そ
こ
か
ら

（
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記
事
を
少
し
拾
っ
て
み
よ
う
。
紹
興
三
二
年
、
即
位
の
翌
月
の
七
月
に

は
、
民
衆
の
喜
び
も
悲
し
み
も
、
ひ
と
え
に
守
令
の
双
肩
に
か
か
っ
て

い
る
の
で
、
土
木
工
事
で
民
衆
の
農
事
を
奪
っ
た
り
、
裁
判
沙
汰
（「
獄

訟
」）
を
増
長
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
り
、
邪
な
胥
吏
を
放
っ
て
お

い
た
り
、
民
衆
の
財
産
を
奪
っ
て
上
司
な
ど
に
対
す
る
贈
り
物
（「
餉

遺
」）
を
し
て
は
い
け
な
い
な
ど
と
い
う
訓
辞
を
含
む
詔
勅
を
発
布
し
て

い
る
（
巻
二
三
下
、
紹
興
三
二
年
七
月
壬
寅
の
条
）。
八
月
に
も
、
朝

廷
の
儀
式
や
朝
会
の
進
行
を
司
る
閤
門
司
の
長
官
の
孟
思
恭
が
収
賄
の

罪
で
罷
免
さ
れ
た
機
会
を
捉
え
て
、
部
使
者
（
監
司
）
に
対
し
て
、
民

衆
の
暮
ら
し
に
直
結
す
る
州
知
事
の
動
向
に
目
配
り
す
る
よ
う
に
と
の

詔
勅
を
発
布
し
て
い
る
（
巻
二
三
下
、
紹
興
三
二
年
八
月
丙
寅
の
条
）。

元
号
が
紹
興
か
ら
隆
興
と
改
め
ら
れ
て
か
ら
も
、
そ
う
し
た
地
方
の
治

世
に
関
心
を
寄
せ
る
議
論
や
布
令
が
続
い
て
い
る
。
隆
興
元
年
（
一
一

六
三
）
三
月
、
吏
部
は
、
監
司
の
職
務
を
定
め
た
法
令
に
従
っ
て
、
知

県
の
能
否
を
判
断
さ
せ
、
知
州
が
知
県
に
推
薦
し
た
人
物
が
職
務
に
堪

え
な
い
と
判
明
し
た
場
合
、
監
司
に
知
州
を
弾
劾
さ
せ
る
べ
き
だ
と
提

言
し
、
孝
宗
は
そ
れ
を
認
め
て
い
る
（
巻
二
四
上
、
隆
興
元
年
三
月
癸

丑
の
条
）。
六
月
に
は
、
守
令
と
監
司
は
実
際
に
現
場
に
赴
い
て
農
業

を
振
興
さ
せ
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
勅
令
が
下
さ
れ
て
い
る
（
巻
二
四

上
、
隆
興
元
年
六
月
丁
亥
の
条
）。
八
月
に
は
守
令
は
治
世
や
教
化
に
と
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っ
て
大
事
な
存
在
な
の
で
、
交
替
を
頻
繁
に
さ
せ
ず
、
少
な
く
と
も
交

替
は
二
年
経
っ
て
か
ら
に
せ
よ
と
い
う
詔
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
（
巻
二

四
上
、
隆
興
元
年
八
月
丙
寅
の
条
）。
こ
れ
以
後
も
、
地
方
官
の
任
命
を

重
視
す
る
詔
勅
が
発
布
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
全
て
を
網
羅
し
て
列

挙
す
る
の
は
煩
雑
に
す
ぎ
る
の
で
、
幾
つ
か
を
選
ん
で
紹
介
す
る
。
乾

道
年
間
（
一
一
六
五
～
一
一
七
三
）
に
入
る
と
、
臣
僚
（
中
央
の
高
官
）

か
ら
、
州
県
の
実
務
を
経
験
し
な
け
れ
ば
、
中
央
の
清
要
な
官
職
に
任

命
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
意
見
が
出
て
そ
れ
が
許
可
さ
れ
て
い
る
（
巻

二
四
下
、
乾
道
元
年
七
月
辛
亥
の
条
、
乾
道
二
年
五
月
庚
申
の
条
）。
ま

た
、
淳
熙
二
年
（
一
一
七
五
）
五
月
に
は
治
政
を
充
分
に
さ
せ
る
た
め

に
、
知
県
の
任
期
を
原
則
三
年
と
し
（
巻
二
六
上
、
淳
熙
二
年
五
月
己

丑
の
条
）、
淳
熙
三
年
（
一
一
七
六
）
と
淳
熙
四
年
（
一
一
七
七
）
に

は
、
地
方
官
は
節
制
に
努
め
、
民
衆
か
ら
の
苛
酷
な
取
り
立
て
を
禁
止

す
る
よ
う
な
提
言
や
、
そ
れ
に
従
っ
た
布
令
・
御
筆
（
天
子
の
直
筆
の

命
令
文
）
が
下
さ
れ
て
い
る
（
巻
二
六
上
、
淳
熙
三
年
十
月
庚
寅
の
条
、

淳
熙
四
年
二
月
甲
申
の
条
）。
淳
熙
七
年
（
一
一
八
〇
）
六
月
に
は
、
監

司
・
郡
守
の
無
能
な
下
僚
は
祠
禄
官
を
与
え
る
と
い
う
詔
勅
が
発
布
さ

れ
て
い
る
（
巻
二
六
下
、
淳
熙
七
年
六
月
甲
午
の
条
）。
淳
熙
十
一
年
、

孝
宗
は
清
廉
な
地
方
官
は
得
難
い
存
在
だ
と
認
定
し
、
そ
れ
を
激
励
し

よ
う
と
し
て
い
た
（
巻
二
七
上
、
淳
熙
十
一
年
五
月
辛
卯
の
条
）。
淳
熙

（
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一
二
年
二
月
に
は
、
宮
中
で
群
臣
と
寛
い
で
酒
を
飲
み
交
わ
す
席
で
、

孝
宗
は
良
い
守
令
を
配
置
す
る
に
は
監
司
の
選
任
が
重
要
だ
と
述
べ
て

い
る
（
巻
二
七
下
、
淳
熙
一
二
年
二
月
丁
卯
の
条
）。

　

光
宗
朝
に
な
っ
て
も
朱
熹
は
、
前
述
の
よ
う
に
漳
州
知
事
な
ど
地
方

政
治
の
実
務
に
就
い
て
い
た
が
、
光
宗
の
五
年
間
の
治
政
（
淳
熙
一
六

年
二
月
か
ら
紹
熙
五
年
七
月
ま
で
）
は
、
光
宗
自
身
が
病
身
で
、
政
務

を
充
分
に
執
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、『
宋
史
全
文
』
に
は
、
目
立
っ
た

地
方
政
治
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
出
せ
な
い
。

結
語

　

小
論
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
朱
熹
の
「
諭
俗
文
」
で
あ
る
。「
諭
俗
文
」

は
北
宋
中
期
頃
か
ら
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
南
宋
の
「
諭
俗

文
」
は
、
道
学
派
に
近
か
っ
た
り
、
そ
の
系
統
に
連
な
る
士
大
夫
・
士

人
が
多
く
作
成
し
て
い
る
。「
諭
俗
文
」
の
嚆
矢
と
目
さ
れ
る
の
は
、
北

宋
の
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
で
あ
り
、
彼
は
道
学
派
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
れ
に
近
い
人
物
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
朱
熹
は
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」

を
漳
州
知
事
だ
っ
た
時
期
に
諭
俗
文
の
典
型
と
し
て
推
奨
し
、
そ
れ
に

多
少
の
解
説
を
付
け
て
管
下
の
各
県
に
頒
布
し
、
以
後
、
陳
襄
の
「
勧

諭
文
」
は
「
諭
俗
文
」
の
模
範
と
し
て
知
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、

（
36
）
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呂
大
鈞
の
「
呂
氏
郷
約
」
が
矢
張
り
朱
熹
に
顕
彰
さ
れ
て
、
郷
約
の
典

型
と
し
て
後
世
に
影
響
を
与
え
た
と
同
様
の
道
を
辿
っ
て
い
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

小
論
は
、
道
学
的
な
粉
飾
を
施
さ
れ
て
、
そ
の
後
の
時
代
に
「
諭
俗

文
」
と
し
て
伝
播
す
る
契
機
と
な
っ
た
朱
熹
自
身
の
「
諭
俗
文
」
が
、

ど
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
下
に
作
成
さ
れ
た
か
を
主
要
な
目
的
と
し

て
論
述
し
て
き
た
。
朱
熹
の
「
諭
俗
文
」
は
、
淳
熙
六
年
（
一
一
七
九
）

三
月
に
着
任
し
た
南
康
軍
（
江
西
省
星
子
県
）
の
知
事
時
代
と
、
紹
熙

元
年
（
一
一
九
〇
）
四
月
に
着
任
し
た
漳
州
（
福
建
省
漳
州
市
）
の
知

事
時
代
に
諭
告
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
民
衆
に
対
す
る
教
化
を
主
眼
と

し
、
同
時
期
に
公
布
さ
れ
た
農
業
振
興
を
申
し
渡
す
「
勧
農
文
」
に
も
、

教
化
の
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
も
、
漳
州
時
代
の
「
勧
農
文
」
は
、

教
化
の
一
環
と
し
て
、
昇
官
発
財
と
い
う
実
利
を
好
餌
に
し
た
勧
学
を

も
加
味
し
た
勧
諭
を
も
含
み
込
ん
で
い
た
。

　
「
諭
俗
文
」
に
通
底
す
る
、
極
め
て
倫
理
的
な
主
張
は
、
彼
が
折
り

に
触
れ
て
皇
帝
、
と
り
わ
け
孝
宗
に
向
け
て
上
奏
し
て
公
言
し
た
内
容

と
一
致
し
て
い
た
。
孝
宗
か
ら
光
宗
、
光
宗
か
ら
寧
宗
へ
の
代
替
わ
り

に
際
し
て
も
、
機
会
を
捉
え
て
同
様
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
他

方
で
、
王
朝
側
か
ら
見
て
も
、
孝
宗
は
、
そ
の
即
位
当
初
か
ら
地
方
を

重
視
す
る
施
策
を
前
面
に
掲
げ
、
そ
の
た
め
に
監
司
や
守
令
の
人
事
の

大
切
さ
を
繰
り
返
し
言
明
し
て
い
た
。
孝
宗
の
政
治
方
針
と
、
朱
熹
の

「
諭
俗
文
」
に
象
徴
さ
れ
る
思
想
と
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
朱
熹
と
同
時
代
人
で
あ
り
、
道
学
派
と
は
直
接
の
関
係
の
無

い
詩
人
の
陸
游
（
一
一
二
五
～
一
二
〇
九
）
で
さ
え
、
浅
見
洋
二
氏
に

拠
る
と
、
地
方
生
活
を
詠
っ
た
「
田
園
詩
」
を
多
く
残
し
、
勧
善
と
教

化
を
説
く
「
勧
農
文
」
や
、「
諭
俗
文
」
に
通
底
す
る
『
孝
経
』
庶
人
章

に
興
味
を
示
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
や
は
り
こ
う
し
た
時
代
を
背
景
に

し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
、
朱
熹
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
こ
の
頃

か
ら
、
道
学
派
が
政
治
の
舞
台
で
も
目
立
っ
て
き
た
現
象
と
連
関
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
孝
宗
朝
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
道
学
派
と
反
道
学

派
の
論
争
が
朝
廷
で
も
な
さ
れ
、
そ
れ
は
や
が
て
寧
宗
朝
の
、
韓
侂
冑

に
よ
る
道
学
派
禁
止
（
慶
元
の
党
禁
）
に
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
朱
熹
は
、
前
節
で
も
紹
介
し
た
よ

う
に
、
孝
宗
朝
末
期
の
淳
熙
一
五
年
（
一
一
八
八
）
六
月
に
、
治
民
の

根
本
は
人
倫
に
基
礎
を
置
き
、
そ
の
た
め
に
正
し
く
刑
罰
を
執
行
す
る

よ
う
に
と
い
う
統
治
者
の
心
構
え
を
重
視
す
る
上
奏
を
行
っ
た（「
戊
申

延
和
奏
箚
一
」）。『
宋
史
』
巻
四
二
九
の
朱
熹
本
伝
に
は
、
そ
れ
を
長
々

と
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
引
用
文
の
後
に
、
夜
遅
く
な
っ
て

就
寝
し
て
い
た
孝
宗
は
起
き
出
し
て
、
灯
り
を
つ
け
、
そ
の
上
奏
文
を

最
後
ま
で
読
み
通
し
た
と
記
し
て
い
る
。『
宋
史
』
本
伝
の
叙
述
は
、
そ

（
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こ
ま
で
で
あ
る
け
れ
ど
も
、『
宋
史
全
文
』
は
、
こ
の
逸
話
の
紹
介
の
後

に
、
そ
の
と
き
、
す
で
に
孝
宗
は
政
治
に
飽
き
て
、
光
宗
に
譲
位
す
る

気
持
ち
が
あ
っ
た
と
付
け
加
え
て
い
る
（「
時
上
已
有
倦
勤
之
意
、
蓋
将

以
為
燕
翼
之
謀
」、
巻
二
七
下
、
淳
熙
十
五
年
十
二
月
〔
日
付
の
干
支
は

無
い
〕
の
条
）。
そ
の
後
、
朱
熹
の
祠
禄
官
任
命
の
希
望
を
叶
え
て
い
る

の
で
、
要
す
る
に
、
朱
熹
の
折
角
の
上
奏
文
に
も
拘
わ
ら
ず
、
孝
宗
の

気
持
ち
を
動
か
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

孝
宗
と
朱
熹
の
間
の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
崔
英
超
氏

は
、
孝
宗
が
朱
熹
に
対
し
て
、
一
貫
し
て
偏
見
を
抱
い
て
い
た
と
指
摘

し
て
い
る
。
確
か
に
、『
宋
史
全
文
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
乾
道
九
年
の

時
点
で
、
孝
宗
は
右
丞
相
の
梁
克
家
の
意
見
を
受
け
、
更
に
は
自
分
の

体
験
を
も
踏
ま
え
て
、
博
学
で
あ
っ
て
も
、
有
用
性
の
無
い
議
論
を
展

開
す
る
朱
熹
に
飽
き
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
孝
宗
施

政
の
最
後
の
時
点
に
な
っ
て
も
、
朱
熹
の
道
徳
倫
理
ば
か
り
を
強
調
す

る
態
度
に
実
務
家
と
し
て
の
有
用
性
は
諦
め
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
朱
熹
の
「
諭
俗
文
」
は
、
孝
宗
朝

の
地
方
を
重
視
す
る
体
制
と
揆
を
一
に
し
て
発
布
さ
れ
て
お
り
、
諭
俗

の
内
容
は
地
域
の
状
況
を
含
め
た
現
実
を
踏
ま
え
て
い
た
と
は
い
う
も

の
の
、
そ
の
「
諭
俗
文
」
の
、
道
徳
を
前
の
め
り
に
強
調
し
す
ぎ
る
姿

勢
は
、
現
実
政
治
か
ら
は
少
し
ず
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
諭
俗
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
民
衆
教
化
の
姿
勢
は
、
朱

熹
の
思
想
体
系
と
如
何
な
る
関
連
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
論
で
は
、

こ
の
点
を
充
分
に
扱
え
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
宋
学
の
展
開
や
朱
熹

の
思
想
体
系
に
疎
い
私
の
手
に
余
る
課
題
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、

蟷
螂
の
斧
に
似
た
試
み
を
別
の
機
会
に
多
少
と
も
し
て
み
る
必
要
は
あ

る
だ
ろ
う
。

註
（
１�

）
衣
川
強
『
宋
代
官
僚
社
会
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）「
第
四

章 

官
僚
朱
熹

―
朱
子
小
伝
」、
同
『
朱
熹
』（
白
帝
社
、
中
国
人
物
選
第

七
巻
、
一
九
九
四
年
）。

（
２�

）
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』（
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
）「
第
三
章

第
二
節 

格
物
説
と
政
治
的
実
践
」。
こ
こ
に
い
う
「
格
物
」
説
は
、
言
う

ま
で
も
な
く
、
朱
熹
が
重
視
し
た
『
大
学
』
の
八
条
目
（
格
物
・
致
知
・
誠

意
・
正
心
・
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
）
を
指
し
て
い
る
。

（
３�

）
木
村
英
一
「
ジ
ッ
テ
と
朱
子
の
学
」（『
東
方
学
報 

京
都
』
二
二
、
一
九

五
三
年
）。

（
４�

）
清
水
盛
光
『
中
国
郷
村
社
会
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）「
第
二
篇

第
三
章 

教
化
の
組
織
と
郷
党
道
徳
」、
高
橋
進『
無
為
自
然
か
ら
作
為
積
極

へ

―
唐
宋
間
に
お
け
る
思
想
の
展
開
と
そ
の
歴
史
的
性
格
』（
文
理
書
院
、

一
九
六
五
年
）「
第
三
篇
第
十
章 

郷
村
社
会
の
人
倫
構
造

―
と
く
に
北

宋
を
中
心
と
し
て
」。

（
５�

）
拙
稿
「
宋
代
の
『
諭
俗
文
』」（
宋
代
史
研
究
会 

編
『
宋
代
の
政
治
と
社
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会
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
）。
な
お
、
私
は
「
諭
俗
文
」
に
関
連
し
た
以

下
の
論
文
や
訳
注
を
公
表
し
て
い
る
。「
宋
代
の
『
勧
学
文
』」（
柳
田
節
子

先
生
古
稀
記
念
『
中
国
の
伝
統
社
会
と
家
族
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）、

「
蔡
襄
の
諭
告
文
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
五
、
二
〇
〇
五

年
）、「
宋
代
地
方
官
と
民
衆

―
真
徳
秀
を
中
心
と
し
て
」（
河
合
文
化
教

育
研
究
所
『
研
究
論
集
』
一
〇
、
二
〇
一
二
年
）、『
宋
代
地
方
官
の
民
衆
善

導
論

―
『
琴
堂
諭
俗
編
』
訳
注
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
６�

）
前
掲
、
清
水
盛
光
『
中
国
郷
村
社
会
論
』
に
、「
い
づ
れ
に
せ
よ
、
呂
氏
郷

約
は
、
そ
の
原
形
よ
り
も
む
し
ろ
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
と
し
て
世
に
知
ら
れ

て
ゐ
る
。（
中
略
）
そ
の
場
合
の
呂
氏
郷
約
は
、
多
分
す
で
に
朱
子
の
増
損

を
経
た
呂
氏
郷
約
で
あ
つ
て
、
そ
の
原
形
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
と

考
へ
ら
れ
る
」（
三
四
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
陳
襄
「
勧
諭
文
」
は
、「
掲

示
古
霊
先
生
勧
諭
文
」
と
し
て
、『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
一
〇
〇
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
７�

）
梅
原
郁
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
銓
試
は
、
恩
蔭
出
身
者
に
対
し
て
、
宋
初

か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
科
挙
合
格
下
位
者
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
煕
寧
六
年
（
一
〇
七
三
）
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、
南
宋

で
は
、
進
士
第
五
甲
や
特
奏
名
を
銓
試
の
対
象
者
と
し
て
い
た
と
い
う
（
同

氏
著
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
五
年
、
四
五
九
～
四
六
七

頁
）。
な
お
、
紹
興
一
八
年
の
科
挙
及
第
者
名
簿
（『
紹
興
十
八
年
題
名
録
』

〔『
粤
雅
堂
叢
書
』
な
ど
に
所
収
〕）
が
残
っ
て
お
り
、
朱
熹
の
合
格
順
位
が

判
明
す
る
。

（
８�

）
楊
万
里
『
誠
齋
集
』
巻
一
一
三
「
淳
熙
薦
士
録
」
の
朱
熹
の
項
に
、「
学

伝
二
程
、
才
雄
一
世
。
雖
賦
性
近
於
狷
介
、
臨
事
過
於
果
鋭
、
若
処
以
儒
学

之
官
、
涵
養
成
就
、
必
為
異
才
」
と
あ
る
。「
淳
熙
薦
士
録
」
に
関
し
て
は
、

拙
著
『
南
宋
江
西
吉
州
の
士
大
夫
と
宗
族
・
地
域
社
会
』（
汲
古
書
院
、
二

〇
二
〇
年
）「
第
四
章　

楊
万
里
の
家
族
と
地
域
社
会
」
を
参
照
。

（
９�

）
小
島
毅
氏
は
、
朱
熹
の
思
想
伝
播
に
印
刷
が
大
き
く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ

し
て
、
朱
熹
は
、
自
分
の
思
想
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
の
印
刷
に
多
大
な
関

心
を
寄
せ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（「
朱
子
学
の
展
開
と
印
刷
文
化
」
伊

原
弘
・
小
島
毅　

編
『
知
識
人
の
諸
相

―
中
国
宋
代
を
起
点
と
し
て
』
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）。

（
10�

）『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』
の
画
期
性
に
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄
「
朱
子
研

究
の
大
伽
藍
成
る
」（『
東
方
』
四
八
〇
、
二
〇
二
一
年
五
・
六
合
併
号
）
に

簡
に
し
て
要
を
得
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
11�

）『
輿
地
紀
勝
』
巻
二
五
〈
江
南
東
路
、
南
康
軍
〉「
軍
沿
革
」。
ま
た
、
南

康
軍
設
置
の
軍
事
上
・
交
通
上
の
重
要
性
に
関
し
て
は
、
許
懐
林
『
江
西
通

史　

五
（
北
宋
巻
）』（
江
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
八
・
九
頁
を
参

照
。

（
12�

）
な
お
、
四
部
叢
刊
本
は
、「
知
南
康
榜
文
」
も
「
又
牒
」
も
日
付
は
記
し

て
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』
は
、
い
ず
れ
も
題
名
下
に
、

「
淳
熙
六
年
四
月
」
と
記
す
（
第
十
一
冊
四
五
九
八
頁
・
四
六
〇
〇
頁
）。
以

下
、
と
く
に
断
り
が
無
い
限
り
、
文
集
所
収
の
文
章
の
年
次
は
、
こ
の
『
朱

熹
文
集
編
年
評
注
』
に
依
拠
す
る
。

（
13�

）
吉
川
忠
夫
氏
は
、
六
朝
期
に
、
士
大
夫
の
間
に
、
仏
典
の
代
わ
り
に
『
孝

経
』
を
読
誦
す
る
気
風
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
同
氏
著
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
四
年
、「
第
十
五
章　

六

朝
時
代
に
お
け
る
『
孝
経
』
の
受
容
」）。

（
14�

）「
勧
農
文
」
に
関
し
て
は
、
宮
澤
知
之
「
南
宋
勧
農
論

―
農
民
支
配
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
中
国
史
研
究
会　

編
『
中
国
史
像
の
再
構
成

―
国
家

と
農
民
』
文
理
閣
、
一
九
八
三
年
、
同
氏
著
『
宋
代
社
会
経
済
史
論
集
』
汲

古
書
院
、
二
〇
二
二
年
所
収
）
が
丁
寧
に
論
じ
て
お
り
、「
勧
農
文
」
が
農

業
を
阻
害
す
る
行
為
を
厳
し
く
咎
め
る
教
化
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
15�

）『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
七
九
、
紹
興
二
八
年
正
月
戊
子
の
条
に
、

「
殿
中
侍
御
史
葉
義
問
言
、
州
県
毎
歳
出
郊
勧
農
、
置
酒
宴
会
、
其
実
擾
人
、



－ 43 －

乞
罷
置
酒
之
礼
、
戸
部
請
自
今
止
許
守
令
出
郊
、
仍
以
中
春
望
日
、
不
得
因

而
飲
酒
、
従
之
」
と
あ
る
。
研
究
と
し
て
は
、
前
掲
、
宮
澤
知
之
「
南
宋
勧

農
論

―
農
民
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」、
周
藤
吉
之
『
宋
代
経
済
史
研
究
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）「
一　

南
宋
の
農
書
と
そ
の
性
格

―

特
に
王
禎
「
農
書
」
の
成
立
と
関
連
し
て
」
を
参
照
。

（
16�

）
福
建
は
、
浙
江
と
並
ん
で
仏
教
が
盛
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
福
州
の
場
合

を
中
心
と
し
て
、
竺
沙
雅
章
『
中
国
仏
教
社
会
史
研
究
』（
同
朋
舎
、
一
九

八
二
年
）「
第
四
章　

福
建
の
寺
院
と
社
会
」
や
黄
敏
枝
『
宋
代
仏
教
社
会

経
済
史
論
集
』（
台
湾
・
学
生
書
局
、
一
九
八
九
年
）「
第
四
章　

宋
代
福
建

路
的
仏
教
寺
院
与
社
会
経
済
的
関
係
」
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
17�

）『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
九
「
自
国
初
至
煕
寧
人
物
」
に
、「
道
夫
云
、
只
如

〔
古
霊
先
生
〕
諭
俗
一
文
、
極
為
平
正
簡
易
。
曰
、
許
多
事
都
説
尽
、
也
見

他
一
箇
胸
襟
尽
包
得
許
多
」
と
あ
る
（
中
華
書
局
、
点
校
本
、
第
八
冊
三
〇

九
一
頁
）。

（
18�

）
真
徳
秀
『
西
山
先
生
真
文
忠
公
文
集
』
巻
四
〇
「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
に
、

「
昔
密
学
陳
公
襄
為
仙
居
宰
、
教
民
以
父
義
母
慈
、
兄
友
弟
恭
、
而
人
化
服

焉
」
と
あ
る
。
な
お
、「
潭
州
諭
同
官
咨
目
」
は
、
明
刻
本
『
名
公
書
判
清

明
集
』
巻
一
「
官
吏
門
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
、『
名
公

書
判
清
明
集
』
に
よ
っ
て
、
陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
の
存
在
が
南
宋
時
代
に
更

に
知
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
19�

）『
北
渓
大
全
集
』
巻
四
三
「
上
趙
寺
丞
論
淫
祀
」、
同
書
四
七
「
上
傅
寺
丞

論
民
間
利
病
六
条
」「
上
傅
寺
丞
論
淫
戯
」。
こ
の
陳
淳
の
記
述
を
使
用
し
て
、

南
宋
漳
州
の
地
方
演
劇
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
田
仲
一
成
「
南
宋
時
代
の

福
建
地
方
演
劇
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
二
二
、
一
九
七
〇
年
）

が
あ
り
、
簡
単
に
は
同
氏『
中
国
演
劇
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八

年
）
三
八
・
三
九
頁
に
紹
介
が
あ
る
。
な
お
、
陳
淳
が
朱
熹
に
直
に
教
え
を

請
う
た
時
期
に
関
し
て
、
束
景
南
『
朱
熹
年
譜
長
編
』
紹
熙
元
年
十
一
月
十

八
日
の
条
に
は
（
下
巻
一
〇
〇
二
頁
）、「
北
渓
陳
淳
来
受
学
」
と
あ
る
。
こ

の
年
、
朱
熹
は
六
一
歳
で
あ
る
が
、
朱
熹
の
交
流
関
係
を
丹
念
に
辿
っ
た
市

來
津
由
彦
『
朱
熹
門
人
集
団
形
成
の
研
究
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
は

六
二
歳
と
し
て
い
る
（
三
六
二
頁
）。

（
20�

）
私
は
、
以
前
の
論
文
に
お
い
て
、
漳
州「
勧
農
文
」が
勧
学
の
要
素
を
取
り

入
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
拙
稿
「
宋
代
の
『
勧
学
文
』」）。

（
21�

）『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
二
〇
〇
、
紹
興
三
二
年
六
月
丙
子
の
条
、
甲

申
の
条
、『
宋
史
全
文
』
巻
二
三
下
、
紹
興
三
二
年
六
月
丙
子
の
条
、
甲
申

の
条
を
参
照
。

（
22�

）『
晦
菴
先
生
朱
文
公
文
集
』巻
十
一「
壬
午
応
詔
封
事
」。
な
お
、
こ
の「
封

事
」
の
冒
頭
に
「
八
月
七
日
」
と
あ
っ
て
、
朱
熹
が
上
奏
し
た
日
付
が
記
さ

れ
て
い
る
。

（
23�

）『
宋
史
』
巻
一
五
四
〈
輿
服
志
〉「
宮
室
」
に
、「
中
興
、
服
御
惟
務
簡
省
、

宮
殿
尤
朴
。（
中
略
）〔
淳
熙
〕八
年
秋
、
又
改
後
殿
擁
舎
為
別
殿
、
取
旧
名
、

謂
之
延
和
殿
、
便
坐
視
事
則
御
之
」
と
あ
る
。
こ
の
と
き
の
朱
熹
の
上
奏
の

簡
単
な
紹
介
は
、
前
掲
、
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
三
〇
頁
、
前

掲
、
衣
川
強
『
宋
代
官
僚
社
会
史
研
究
』
二
四
一
・
二
四
二
頁
。

（
24�

）『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』（
第
三
冊
八
一
二
頁
）
題
字
下
に
、「
淳
熙
十
六

年
春
」
と
注
記
し
、
同
書
同
冊
八
二
〇
頁
の
「
編
年
」
に
は
、
正
確
な
月
日

は
判
明
し
な
い
が
、
光
宗
が
即
位
し
た
二
月
二
日
か
ら
あ
ま
り
時
間
を
経
て

い
な
い
時
期
だ
と
記
し
て
い
る
。

（
25�

）『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』（
第
三
冊
八
八
一
頁
）
題
字
下
に
、「
紹
熙
五
年

十
月
」
と
あ
る
。

（
26�

）『
朱
熹
年
譜
長
編
』
は
、
元
・
闕
名
『
両
朝
綱
目
備
要
』
な
ど
を
根
拠
に
、

『
大
学
』
の
講
義
は
一
〇
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
と
す
る
（
巻
下
一
一
五
七
・

一
一
五
八
頁
）。『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』
は
、「
経
筵
講
義
」
の
題
字
下
の
夾

注
も
（
第
三
冊
八
八
一
頁
）、
そ
れ
を
受
け
た
「
編
年
」（
同
冊
九
〇
〇
頁
）

も
、
一
〇
月
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
「
編
年
」
は
、『
大
学
』
の

講
義
が
一
〇
月
に
な
さ
れ
た
が
、
閏
一
〇
月
に
な
っ
て
、
更
に
『
大
学
』
の
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「
伝
」
が
講
義
さ
れ
、
文
集
は
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
載
せ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
し
た
が
っ
て
「
経
筵
講
義
」
は
、
一
〇
月
に
置
く
の
が
良
い
と
記
し
て

い
る
。

（
27�

）『
朱
熹
文
集
編
年
評
注
』（
第
三
冊
一
〇
六
七
頁
）
の
、「
申
厳
昏
礼
状
」
に

関
す
る
「
編
年
」
に
は
、『
朱
熹
年
譜
長
編
』
が
王
懋
竑
『
朱
子
年
譜
』
に

依
拠
し
て
、
こ
の
布
告
文
を
紹
興
二
五
年
に
繋
年
し
て
い
る
が
（
巻
上
一
九

三
頁
）、
そ
の
確
か
な
根
拠
は
存
在
せ
ず
、
朱
熹
が
同
安
県
主
簿
と
し
て
在

任
し
て
い
た
紹
興
二
三
年
七
月
か
ら
紹
興
二
六
年
七
月
の
間
と
す
べ
き
だ

主
張
し
て
い
る
。

（
28�

）
符
離
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
陳
国
燦
・
方
如
金
『
宋
孝
宗
』（
吉
林
文
史

出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
五
～
一
一
四
頁
）、
何
忠
礼
『
宋
代
政
治

史
』（
浙
江
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
四
一
七
～
四
二
三
頁
）、
同
『
南

宋
全
史
（
一
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
三
三
五
～
三
四
〇

頁
）
な
ど
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
、
こ
の
戦
い
の
後
の
孝
宗
朝
全
体
の
評
価

に
関
し
て
は
、
寺
地
遵
『
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
』（
渓
水
社
、
一
九
八
八

年
、
四
七
八
・
四
七
九
頁
）
や
、
孝
宗
朝
の
政
治
的
特
色
を
時
期
ご
と
に
区

切
っ
て
詳
細
に
論
じ
たGong�W

ei-ai

（
江
偉
愛
）,“T

he�Reign�of�H
siao-

T
ung�(1162-1189),”

C
am

bridge H
istory of C

hina.�vol.�5.�part�one.�
Cam

bridge�U
.P.,�2009.�

を
参
照
。
孝
宗
の
内
政
重
視
に
関
し
て
は
、
陳
国

燦
・
方
如
金
『
宋
孝
宗
』（
一
八
八
～
二
一
三
頁
）
に
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

（
29�

）『
宋
史
』
巻
三
三
、
孝
宗
本
紀
、
乾
道
元
年
七
月
癸
丑
の
条
に
、「
輔
臣
晩

対
選
徳
殿
、
御
坐
後
有
大
屏
、
記
注
諸
道
監
司
・
郡
守
姓
名
、
因
命
都
堂
視

此
書
之
」
と
あ
る
。
な
お
、『
宋
史
』
巻
一
五
四
〈
輿
服
志
〉「
宮
室
」
に
よ

る
と
、
選
徳
殿
は
淳
熙
初
に
造
ら
れ
た
と
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
、
孝

宗
本
紀
、
乾
道
元
年
七
月
癸
丑
の
条
と
齟
齬
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
と
も
か

く
、
選
徳
殿
の
御
坐
近
く
の
屏
風
に
監
司
や
郡
守
の
名
前
を
書
い
て
い
た
と

い
う
逸
話
は
、
前
掲
、
陳
国
燦
・
方
如
金
『
宋
孝
宗
』
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
（
二
〇
二
頁
）。

（
30�

）『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
七
「
孝
宗
朝
」
に
、「
問
、
或
言
孝
宗
於
内
殿
置
御

屏
、
書
天
下
監
司
帥
臣
郡
守
姓
名
、
作
掲
貼
於
其
上
、
果
否
。
曰
、
有
之
。

云
々
」
と
あ
る
（
前
掲
、
点
校
本
、
第
八
冊
三
〇
六
〇
頁
）。

（
31�

）
李
心
伝
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
五
「
孝
宗
総
核
名
実
」
に
、「
孝

宗
総
核
名
実
、
於
官
職
未
嘗
妄
授
」
と
あ
り
、
ま
た
同
書
乙
集
巻
三
「
孝
宗

論
士
大
夫
微
有
西
晋
風
」
に
、「
孝
宗
初
立
、
励
精
庶
政
、
至
於
財
用
大
計
、

尤
所
経
心
、
或
時
呼
版
曹
吏
入
禁
中
駆
磨
財
賦
、
諸
庫
皆
有
簿
要
、
多
自
按

視
。（
中
略
）
奏
曰
、（
中
略
）
曩
時
虚
名
之
俗
誠
是
太
勝
、
自
陛
下
行
総
覈

名
実
之
政
、
身
化
臣
下
、
頃
年
以
来
、
士
風
為
之
一
変
。
三
館
・
両
学
之
士
、

出
為
郡
守
・
監
司
、
無
不
留
意
民
事
、
留
意
財
計
、
往
往
皆
有
能
声
。
此
聖

主
責
実
之
効
」
と
あ
る
。

（
32�

）『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
五
「
淳
熙
臧
否
郡
守
」
に
、「
孝
宗
留
意

治
民
、
紹
興
三
十
二
年
十
一
月
丙
申
、
首
詔
言
諸
路
帥
臣
・
監
司
、
毎
日
悉

具
部
内
知
州
知
行
臧
否
、
連
銜
聞
奏
。
後
以
多
事
不
克
行
。
淳
熙
八
年
閏
三

月
辛
巳
、
復
命
監
司
・
帥
臣
、
歳
以
所
属
郡
守
臧
否
来
上
、
皆
著
事
実
、
即

考
察
不
公
者
、
御
史
劾
之
。
云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
同
書
甲
集
巻
六
「
慶
元

罷
臧
否
」
に
は
、「
孝
宗
淳
熙
中
、
始
厳
監
司
臧
否
郡
守
之
令
、
既
申
牧
伯
・

部
使
者
数
人
稽
緩
之
罰
。
云
々
」
と
あ
る
。

（
33�

）
趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
巻
二
四
「
宋
初
厳
懲
贓
吏
」
に
、「
惟
孝
宗
時
、
上

元
県
李
允
弁
犯
贓
貸
死
、
杖
脊
刺
面
配
恵
州
牢
城
、
籍
其
貲
、
失
察
上
司
倶

降
黜
。（
中
略
）
是
時
法
令
雖
比
国
初
稍
軽
、
而
従
積
玩
之
後
、
有
此
整
飭
、

風
気
亦
為
之
一
変
。（
中
略
）
然
則
是
二
帝
〔
太
祖
と
孝
宗
〕
者
、
可
謂
知

所
務
者
哉
」
と
あ
る
。

（
34�
）
汪
聖
鐸
（
点
校
）『
宋
史
全
文
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
六
年
）「
点
校
説

明
」（
一
〇
頁
）。

（
35�

）
藤
本
猛
氏
は
、
御
筆
、
つ
ま
り
天
子
の
直
筆
の
命
令
文
は
北
宋
の
神
宗
朝

の
「
内
降
手
詔
」
に
由
来
し
、
皇
帝
の
独
裁
制
を
強
め
る
働
き
を
し
た
と
論
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じ
、
孝
宗
も
、
そ
の
手
法
を
積
極
的
に
採
用
し
た
と
論
じ
て
い
る
（
同
氏
著

『
風
流
天
子
と
「
君
主
独
裁
制

―
北
宋
徽
宗
朝
政
治
史
の
研
究
」』
京
都
大

学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）「
序
章
第
三
節　

皇
帝
直
筆
の
命
令
文
書

―
御
筆
手
詔
の
登
場
」「
第
七
章
『
武
臣
の
清
要
』

―
南
宋
孝
宗
朝
の

政
治
状
況
と
閤
門
舎
人
」。

（
36�

）
土
田
健
次
郎
「
陳
襄
の
思
想
と
そ
の
周
辺

―
道
学
形
成
史
の
一
視
角
と

し
て
」（『
東
方
学
』七
五
、
一
九
八
八
年
）、
同『
道
学
の
形
成
』（
創
文
社
、

二
〇
〇
二
年
）「
第
一
章
第
三
節　

陳
襄

―
地
方
の
状
況
」
参
照
。

（
37�

）
陸
游
の
「
田
園
詩
」
と
「
勧
農
文
」
や
『
孝
経
』
庶
人
章
と
の
関
係
は
、
浅

見
洋
二
「
陸
游
詩
中
田
園
与
国
家

―
以
《
耕
織
図
詩
》
及
勧
農
文
・
諭
俗

文
為
綫
索
」（
衣
若
芬　

編
『
五
声
十
色
：
文
図
学
視
聴
進
行
式
』
台
湾
・
文

図
学
会
、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。
浅
見
氏
は
、
こ
の
論
文
の
要
点
を
、
同
氏

著
『
陸
游
』（
明
治
書
院
、
新
釈
漢
文
大
系
・
詩
人
編
、
二
〇
二
二
年
）「
解

説
」
と
、「「
士
」
と
「
農
」、「
勧
農
」
と
「
躬
耕
」

―
陸
游
と
そ
の
田
園

詩
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
〈
宋
代
と
は
何
か
〉』
二
七
七
、
二
〇
二
二

年
）
に
も
記
し
て
い
る
。
な
お
、「
諭
俗
文
」
が
『
孝
経
』
庶
人
章
を
踏
ま

え
て
い
る
こ
と
は
、
前
掲
、
拙
稿
「
宋
代
の
『
諭
俗
文
』」
を
参
照
。

（
38�

）
崔
英
超
『
宰
相
群
体
与
南
宋
孝
宗
朝
政
治
』（
曁
南
大
学
出
版
社
、
二
〇

一
四
年
）
一
八
九
～
一
九
九
頁
。

（
39�

）
崔
英
超
『
宰
相
群
体
与
南
宋
孝
宗
朝
政
治
』
一
八
一
頁
。

（
40�

）『
宋
史
全
文
』
巻
二
五
下
、
孝
宗
四
、
乾
道
九
年
五
月
己
未
の
条
に
、「
梁

克
家
奏
、
朱
熹
博
学
有
守
、
而
安
於
静
退
、
屢
召
不
起
、
執
政
倶
称
之
。
或

曰
熹
学
問
淹
該
、
但
泥
於
所
守
、
差
少
通
耳
。
上
曰
、
士
大
夫
雖
該
博
、
然

亦
須
諳
練
疏
通
、
如
朕
在
潜
邸
、
但
知
読
書
為
文
、
及
即
位
以
来
、
今
十
余

年
、
諳
歴
物
情
世
故
、
豈
止
読
書
為
文
所
能
該
貫
。
雖
博
学
、
要
須
為
有
用

乃
可
。
云
々
」
と
あ
る
。
な
お
、
徐
自
明
（
王
瑞
来
校
補
）『
宋
宰
輔
編
年

録
校
補
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
と
、
梁
克
家
は
、
乾
道
八

年
二
月
に
右
丞
相
と
な
り
、
翌
、
乾
道
九
年
一
〇
月
に
右
丞
相
を
辞
め
て
下

野
し
て
い
る
。

�

（
こ
ば
や
し　

よ
し
ひ
ろ　

東
海
大
学
名
誉
教
授
）




